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1． 自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）大学設置法人及び大学の沿革 

 

＜大学設置法人の沿革＞ 

大正２年 ６月 堀榮二が米国留学から帰国し名古屋市に「英習字簿記学会」を創立、初代

校長に就任 

大正４年 ４月 享栄簿記英語学校認可(阪本名古屋市長命名の「享栄学校」認可) 

大正７年 10 月 実業学校令による乙種認可校となり「享栄貿易学校」と校名変更 

大正 14 年 ４月 「享栄商業学校」と校名変更 

大正 14 年 ９月 実業学校令による甲種商業学校に昇格、「享栄商業タイピスト学校」独立 

昭和 19 年 ３月 「享栄女子商業学校」と校名変更財団法人享栄学園を設立 

昭和 21 年 ４月 創立者堀榮二急逝 

昭和 21 年 ５月 第２代理事長・校長に堀敬文就任 

昭和 23 年 ４月 学制改革により「享栄商業高等学校」、「享栄中学校」として新発足 

昭和 26 年 ３月 学校法人享栄学園となる 

昭和 29 年 ４月 「享栄幼稚園」開園 

昭和 38 年 ４月 「鈴鹿高等学校」開校 

昭和 38 年 11 月 享栄学園創立 50 周年記念式典挙行 

昭和 40 年 ３月 「享栄中学校」廃校 

昭和 41 年 ４月 「鈴鹿短期大学(家政科)」開学 

昭和 42 年 10 月 「享栄商業高等学校」を「享栄高等学校」と校名変更 

昭和 44 年 ２月 鈴鹿短期大学家政学科第３部認可 

昭和 48 年 10 月 享栄学園創立 60 周年記念式典挙行 

昭和 58 年 ４月 「享栄高等学校栄徳分校」開校 

昭和 58 年 10 月 享栄学園創立 70 周年記念式典挙行 

昭和 59 年 ４月 享栄タイピスト専門学校にビジネス情報科新設 

昭和 60 年 ４月 「享栄高等学校栄徳分校」を「栄徳高等学校」として独立開講 

「享栄タイビスト専門学校」を「専門学校享栄ビジネスカレッジ」と校名

変更 

昭和 61 年 ４月 「鈴鹿中学校」開校 

平成６年 ４月 「鈴鹿国際大学」開学 

平成６年 11 月 享栄学園創立 80 周年記念式典挙行 

平成 10 年 ４月 「鈴鹿短期大学」を「鈴鹿国際大学短期大学部」と校名変更 

平成 12 年 ７月 第３代理事長に堀敬史就任 

平成 15 年 ９月 享栄学園創立 90 周年記念式典挙行 

平成 18 年 ４月 「鈴鹿国際大学短期大学部」を「鈴鹿短期大学」と校名変更 

平成 22 年 ３月 「専門学校享栄ビジネスカレッジ」廃校 

平成 22 年 ４月 第４代理事長に杉山榮子就任 

様式 4－自己点検・評価の基礎資料 
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平成 23 年 ４月 第５代理事長に佐治晴夫就任 

平成 25 年 ４月 第６代理事長に垣尾和彦就任 

平成 25 年 ９月 享栄学園創立 100 周年記念式典挙行 

平成 26 年 ４月 法人分離により、学校法人享栄学園、学校法人愛知享栄学園、学校法人鈴

鹿享栄学園発足 

平成 31 年 ４月 第７代理事長に市野聖治就任 

令和４年 １月 第８代理事長に箕輪田晃就任 

令和７年 ４月 「鈴鹿大学短期大学部」募集停止 

令和７年 ６月 第９代理事長に水谷明弘就任 

 

＜大学の沿革＞ 

平成６年 ４月 鈴鹿国際大学開学 

国際学部国際関係学科を設置 

入学定員 200 人 ３年次編入学定員 40 人 

平成 10 年 ４月 国際学部国際文化学科を設置 

入学定員 100 人 

大学院国際学研究科国際社会専攻（修士）を設置 

入学定員５人 

平成 13 年 ４月 国際学部観光学科を設置 

入学定員 70 人 ３年次編入学定員 15 人 

国際学部国際関係学科の入学定員変更 

入学定員 130 人 ３年次編入学定員 25 人 

平成 14 年 ４月 国際学部英米語学科を設置 

入学定員 40 人 

国際学部国際文化学科の入学定員の変更 

入学定員 60 人 

平成 16 年 ３月 国際学部国際文化学科の学生募集停止 

平成 16 年 ４月 国際学部国際関係学科を国際学科に名称変更および入学定員変更 

入学定員 160 人 

平成 19 年 ３月 国際学部英米語学科の学生募集停止 

平成 19 年 ４月 国際学部国際学科の入学定員変更 

入学定員 140 人 ３年次編入学定員 20 人 

国際学部観光学科の入学定員変更 

入学定員 60 人 ３年次編入学定員 10 人 

平成 20 年 ４月 国際学部を国際人間科学部に名称変更 

大学院国際学研究科の入学定員変更 

入学定員 10 人 

平成 24 年 ４月 鈴鹿短期大学が郡山キャンパスに移転統合 

平成 25 年 ３月 国際人間学部観光学科の学生募集停止 
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平成 27 年 ３月 国際人間科学部を募集停止 

平成 27 年 ４月 鈴鹿国際大学を鈴鹿大学に名称変更し、国際人間科学部（同名称）を届出

設置 

入学定員 100 人 ３年次編入学定員 10 人 

平成 29 年 ４月 こども教育学部こども教育学科を設置 

入学定員 80 人 ３年次編入学定員 10 人 

平成 31 年 ３月 国際人間科学部国際学科の学生募集停止 

平成 31 年 ４月 国際地域学部国際地域学科を設置 

入学定員 120 人 ３年次編入学定員 10 人 

こども教育学部こども教育学科の入学定員変更 

入学定員 50 人 

こども教育学部こども教育学科の編入学定員変更 

 編入学定員５人 

令和３年 ４月 こども教育学部幼児教育学専攻をこども教育学専攻に専攻名変更 

こども教育学部こども教育学専攻に教職課程設置〔小学校教諭１種免許

状〕 

令和６年 ４月 こども教育学部こども教育学科の専攻制を廃止 

 

 

（2）大学設置法人の概要 

◼ 大学設置法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

◼ 令和 7 年 5 月 1 日現在 

 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

鈴鹿大学 

（大学院国際学 

研究科含む） 

三重県鈴鹿市郡山町 663-222 180 730 541 

鈴鹿大学 

短期大学部 
三重県鈴鹿市郡山町 663-222 0 90 18 
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（3）大学設置法人・大学の組織図  

◼ 組織図 

◼ 令和 7 年 5 月 1 日現在 

 

 

 

 

  

内部監査室

大学院国際学研究科

評議員会 鈴鹿大学 国際地域学部

教職教育センター 教務課

理事会 常任理事会
経営教学評議会・

経営教学
ミーティング こども教育学部

鈴鹿大学短期大学部 生活コミュニケーション学科
食物栄養学専攻
こども学専攻

監事

附属図書館 図書館事務課

研究推進センター

大学・短期大学部事務局

法人事務局 総務・財務課

留学生教育支援センター

健康管理センター 学生・キャリア支援課

強化クラブ支援センター

ＣＯＣ(地域連携)･
国際交流センター

入試広報課
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（4）学部長名、研究科長名一覧 

◼ 全ての学部、研究科について 

◼ 令和 7 年 5 月 1 日現在 

 

副学長（総括） 今光 俊介 

副学長（入試広報・教務・学生・キャリア支援担当） 田中 利佳 

国際地域学部長 今光 俊介 

こども教育学部長 上田 ゆかり 

国際学研究科長 冨本 真理子 
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（5）公的資金の適正管理の状況（令和 6 年度） 

◼ 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助金取扱い

に関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

 

公的資金の適正管理の状況は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ

ン（実施基準）」（平成 19（2007）年２月 15日文部科学大臣決定）に基づき、「学校法人

享栄学園公的研究費運営管理規程」「学校法人享栄学園科学研究費補助金取扱規程」を整備

している。 

 公的研究費運営管理規程では、最高管理責任者を学長とし、統括責任者として副学長又は

学部長を任命、コンプライアンス推進責任者は、大学院国際学研究科、学部及び附属図書館

並びに大学・短期大学部事務局における研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を

有する者としてコンプライアンス推進責任者を置き、適正な執行・不正防止に努め、研究者

に対しては研修会を実施している。 

 

 【体制と役割】 

１． 最高管理責任者（学長）の職務 

  （1）不正防止対策の基本方針の策定・周知 

  （2）行動規範の策定・周知 

  （3）（1）及び（2）を実施するための必要な措置 

 ２． 統括管理責任者（副学長または学部長）の職務 

  （1）基本方針に基づく具体的な対策の策定、実施 

（2）実施状況の把握及び最高管理責任者への報告 

 ３．コンプライアンス推進責任者（大学院国際学研究科、学部及び附属図書館の長）の職

務 

  （1）部局内の対策実施状況の統括管理責任者への報告 

  （2）部局内構成員全員（以下「構成員」という。）へのコンプライアンス教育の定期  

的な実施 

  （3）構成員へのモニタリングの実施 

  （4）構成員への改善指導 

  （5）部局内での管理監督及び指導体制の構築 
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2．自己点検・評価の組織と活動 

◼ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 

 

本学の自己点検・評価委員会は、「大学及び短大の学長、大学及び短大の副学長、大学学

部長、研究科長、短期大学部学科長」「事務局長、総務・財務課長、教務課長、学生・キャ

リア支援課長、入試広報課長」「その他、学長が指名する者」で構成しており、事務は、総

務・財務課が担当している。 

 

委員長 准教授 原  仁志 （ALO） 

構成員 学 長 水谷 明弘 （大学・短期大学部学長、大学・短期大学部事務局長） 

構成員 教 授 今光 俊介 （副学長、国際地域学部長） 

構成員 教 授 田中 利佳 （副学長） 

構成員 教 授 上田 ゆかり（こども教育学部長） 

構成員 教 授 冨本 真理子（大学院国際学研究科長） 

構成員 教 授 梅原 頼子 （短期大学部 生活コミュニケーション学科長） 

構成員 准教授 木下 麻衣 （入試広報委員長） 

構成員 教 授 乾 陽子  （学生・キャリア支援委員長、短期大学部 ALO） 

構成員 准教授 石川 拓次 （教務委員長） 

構成員 事 務 堤  秀紀 （法人事務局長代理） 

構成員 事 務 生川 幸紀 （総務・財務課長、入試広報課長、図書館事務課長） 

構成員 事 務 金原 美也子（教務課長） 

構成員 事 務 今田 禎浩 （学生・キャリア支援課長） 

 

 

◼ 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 
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◼ 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

 

教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自己点検及び評価を行

い、その結果を公表することを目的として、鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部合同の自己点検・

評価委員会を設置している。 

構成員は、大学及び短大の学長、大学及び短大の副学長、大学学部長、研究科長、短期大

学部学科長、事務局長、総務・財務課長、教務課長・学生・キャリア支援課長、入試広報課

長、その他学長が指名する者と事務職員である。構成員は、所属する学部・学科との連絡調

整を図っている。 

委員会は必要に応じ随時開催しており、委員会内に設置する FD・SD推進部会と IR推進部

会の活動も含め、年間を通して評価活動を推進する体制を取っている。 

委員会に付議する事項は、次のとおりとなっている。 

1 自己点検・評価の方針、点検・評価項目に関すること。  

2 自己点検・評価の実施に関すること。 

3 認証評価に関すること。 

4 自己点検評価報告書の作成及び公表に関すること。 

5 その他、自己点検・評価に関し、学長が必要と認めること。 

学長は委員会の審議に関する事項について、必要に応じ教授会の意見を聴いてこれを決定

することとなっている。また審議された事項の実行に当たっては、会議終了後学園稟議規程

等に基づき、権限者の決裁を得た後に行わなければならないとなっている。 

自己点検・評価委員会には FD・SD推進部会と IR推進部会が置かれており、それぞれの推

進部会の運営については、それぞれの規程に定められている。 
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【基準Ⅰ ミッションと教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A ミッション］ 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 ミッションを確立している。］ 

＜現状＞ 

本学は、「誠実で信頼される人に」を建学の精神に掲げるとともに、教育理念「本学の建

学の精神を体し有能な職業人として知識・技能を身につけ、社会が望む信頼される近代人と

して資質を高めるために、平素の学業に精励する」を掲げている。 

教育の目的については、鈴鹿大学学則第１条に「本学は、教育基本法および学校教育法の

精神に則り、広く教育授けるとともに、専門の学芸を教授研究し、建学の精神に基づき国際

社会の発展に貢献する人材を養成することを目的とする。」と定めている。 

 

【建学の精神】 

「誠実で信頼される人に」 

【教育理念】 

「本学の建学の精神を体し有能な職業人として知識・技能を身につけ、社会が望む信頼さ

れる近代人として資質を高めるために、平素の学業に精励する」 

【教育目標】 

1. あてになる人物になろう  

あてになる人物とは、頼りになる人、信頼できる人、頼もしい人のことである。付和雷同

しない思慮の深さと意志の強さをもつ人、和して同じない勇気をもつ人である。お互いに不

信をいだかなければならないような社会ほど不幸な社会はない。現代人の危機は、人問がお

互いの信頼性を欠いている点にあるのではなかろうか。  

2. 働くことの喜びを知ろう  

日本人は、本来勤勉な国民である。戦後の荒廃から立ち上がり、今日の経済的繁栄をもた

らしたのは日本人の勤勉さの賜である。勤勉な資質の裏付けがあってはじめて、豊かさを享

受することができ、生活にゆとりを持つことが可能となろう。われわれは自己の仕事を愛し、

仕事に忠実であり、仕事に打ち込むことができる人でなければならない。 

3. 全力をふるって事にあたる体験をもとう  

勉学であれ、スポーツであれ全力を傾けて打ち込むことが望ましい。例えば、スポーツで、

炎天下体力の限界ぎりぎりまで、強力な精神力で自己に打ち克つといった体験をすることが

非常に貴重である。こうした体験は、本人の自信にもつながり、実社会に出ても大いに役立

つことであろう。実社会でスポーツ選手が歓迎される所以もここにある。  

4. 感謝の気持ちと畏敬の念をもとう  

創立者は、感謝の念の強い人であった。仏教に帰依し、昭和５（1930）年に享栄寺本堂を

建立したのもこの感謝の念からであった。 たえず不平不満を感じる人ほど不幸な人はない。

小さな好意や親切にも感謝できる人は幸福である。感謝の念に裏付けられて社会は明るくな

り、健全な進歩が期待されるのである。また、われわれは生命の根源に対して畏敬の念をい

だくべきである。われわれは自ら自己の生命を生んだのではない。われわれの生命の根源に

様式 5－基準Ⅰ 
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は父母の生命があり、民族の生命があり、人類の生命があり、宇宙の生命がある。ここにい

う生命とは、単に肉体的な生命を指すのではない。われわれには精神的な生命がある。この

ような生命の根源に対する畏敬の念が真の宗教的情操であり、人間の尊厳と愛もこれに基づ

いて生ずるのである。 

5. 正しく日本を愛し、国際的視野を広げる人になろう  

創立者は、長らくアメリカに滞在し国際的視野を身につけ、技術的にはアメリカのものを

多く導入したが、精神的には強く日本のよさにひかれ、国を愛する念が強かった。今後ます

ます進展する国際化時代を迎え、国際社会で活躍していくためには、正しく日本を愛し、そ

の上で、国際的視野を広げ、異文化を理解し、人間愛に基づく広い視野をもって、国際社会

の要請に応えていかなければならない。今日、世界において、国家に所属しないいかなる個

人もなく、民族もない。国家は世界において最も有機的であり、強力な集団である。個人の

幸福も安全も国家によるところが極めて多い。自国の存在に無関心であり、その価値の向上

に努めずして、その価値を無視したり、その存在を破壊しようとする者は自国を憎むもので

ある。われわれは日本を正しく愛さなければならない。 

 

本学の建学の理念及びミッションは、キャンパスガイド 2023、ウェブサイト、各教室での

掲示で学内外に公表し、オープンキャンパスでも説明している。 

入学式では、理事長（告辞）、学長（訓話）の中で、新入生やその保護者や教職員に対し

て建学の精神および教育理念を周知している。また、年度始めのオリエンテーション、ガイ

ダンスおよび卒業必修科目「演習」「ゼミナール」においても、コースや専攻別に指導を行

い、学生や教職員に説明し、建学の精神を共有している。さらに、保護者には毎年実施する

教育後援会で説明している。新任教職員に対しては、着任後速やかに新任研修会を実施し、

建学の精神、教育理念および具体的な教育目標について説明をしている。建学の精神は、各

教室だけでなく玄関前ホールにも大きく掲示しており、常に来学者、学生および教職員に周

知している。これらのことから、建学の精神や本学の教育の理念は学生や教職員に浸透し、

学内において共有・意識されている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの課題＞ 

ミッションは建学の理念として確立しており、本学の柱として学生、保護者、教職員に共

有され、繰り返し時間をかけ、その浸透に取り組んできた。今後の課題としては、地域・社

会に根差した高等教育機関として、入学前の高校生や地域の高等学校をはじめとして、広く

一般社会や地元産業界に本学のミッションや建学の理念に対するさらなる理解を深め、その

浸透に取り組んでいくことである。また、学生・教職員に定着しているかという検証として、

学生に対しては、必修授業のなかで、建学の精神を理解する内容を加え、その理解度・定着

度を成績評価の指標として設定すること、教職員は、人事評価（昇任等）において、建学の

精神の定着度に関する項目を加え、検証を行うことを考えている。 

令和６（2024）年度の地域・社会への貢献として公開講座を実施した。教員は地域・社会

に向けた公開講座・生涯学習事業などの取り組みを活発化させている。学生は、ボランティ

ア活動への積極的な参加と、社会との連携事業をより広く且つ深めていくために、企業など
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との連携を強化している。 

これらのことにより、建学の精神に基づいた「誠実で信頼される」大学として確立してい

る。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの特記事項＞ 

本学は、クレドを制定している。クレドは、学校の基本理念のうち、教職員の仕事に向か

う信念を内外にわかりやすく伝えるものであり、享栄学園の歴史、建学の精神をもとに教職

員の行動指針として、これを制定している。そして名刺サイズに印刷したものを全教職員に

配布し、意識化を図っている。 

 

クレドカード 

 

本学のクレドは、ミッション、ビジョン、バリューから構成されており、ミッションは教

職員の行動指針を示し、ビジョンは私たちがどのような学生を育成していくかを示している。

そして、バリューはそのためにどのような行動をするかを表している。  

  

ミッション  

・ 私たちは「誠実で信頼される人に」を体現し、社会貢献に努めます。  

・ 私たちは学生一人ひとりをかけがえのない存在として大切にし、学生と信頼関係を

築きます。  

ビジョン  

・ 私たちは多文化共生を理解し人間愛に基づく広い視野を持った人材を育成します。  

・ 私たちは教育研究成果を地域社会に還元し地域社会の要請に応える人材を育成しま

す。  

・ 私たちは社会的責任と役割を自覚し他者と協働できる人材を育成します。  

バリュー  

・ 私たちは特色あるカリキュラム・プログラムを設定し、学生の自己実現達成を支援

します。  

・ 私たちは常に学生に寄り添い失敗を恐れず、何にでもチャレンジできる学生生活を
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保障します。  

・ 私たちは学生が自ら課題を発見しその課題に確実に取り組む幅広い実践の場を提供

します。 
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［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

＜現状＞ 

本学の教育目的は、建学の精神に基づいて鈴鹿大学学則第１条に「教育基本法及び学校

教育法に則り、広く教育を授けるとともに、専門の学芸を教授研究し、建学の精神に基づ

き国際社会の発展に貢献すること」と定めている。人材養成、教育目的および教育目標

は、次のとおり学部別に定めている。 

 国際地域学部では、グローバル化する地域社会の課題をビジネス・イノベーション力や

文化・歴史などの多角的な教養を使って解決できる人材を養成することを教育研究上の目

的としている。国際地域学科は、グローバルなビジネスの現場で活躍する「グローバル・

サービス人材」の育成、観光学・スポーツビジネスなどの専門スキルに基づいて｢活力ある

地域づくり｣に資する人材の養成を行うため、地域の産業・行政･市民と連携した実学的な

教育研究を展開することを目指している。また、グローバル化する地域社会が抱える、少

子高齢化、人口減少、子育て・介護環境の整備、国際化、情報化、災害に強い地域づくり

といった今日的な課題を、「地域」から解決策へとアプローチしている。現場主義を実践

する学問として、領域横断的な国際地域学の構築を目指し、国際社会と地域社会のさらな

る発展に寄与することを国際地域学科の教育研究上の目的としている。 

 こども教育学部こども教育学科では、建学の精神「誠実で信頼される人に」に基づき、

こどもたちの教育・発達支援の取り組みを通して自らを向上させ、こどもたちとこどもた

ちが生きる現在・将来を、よりよいものにしていこうとする人を育成することを教育の目

的とする。この目的のために、教員・職員・学生が学術的・社会的・創造的な活動への取

り組みを通して、貢献していくことを研究の目的とする。 

 こども教育学部は、教育・保育の専門家として、専門的な知識と実践的な技術を身に付

け、教育者・保育者としての使命と責任感を持ち、地域貢献や社会貢献に資する人材の養

成を教育理念におく。次代を担うこどもたちの育成、発達支援をする人物としてふさわし

い養護教諭、小学校教諭、幼稚園教諭・保育士、等の養成を教育研究上の目的としてい

る。 

 両学部の教育目的と教育目標はキャンパスガイド 2024やウェブサイトで学内外へ公表し

ている。入学者には、教育目的・教育目標が記されたキャンパスガイド 2024を配布し、入

学後の学部別オリエンテーションにおいて、各学部長およびゼミナール担当教員が説明し

ている。また、オープンキャンパスや入試相談会等の催事において、その参加者に教育目

的・教育目標を分かりやすく説明している。 

 また、教学の内容は、経営教学評議会において、社会情勢の変化に応じて改善・向上方

策について協議している。その後、常任理事会及び理事会での審議を経て、学部別教授会

を経て全教員へ周知・展開されている。  

大学院研究科では、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展

に寄与することを教育研究上の目的としている。 

また、高度の専門性が求められる職業を担うための知識と技能を涵養すること、社会的

要請と地域の課題に敏感に且つ的確に即応する研究に努めること、 研究や調査の成果を積
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極的に且つ広範囲に発信し、批判的検証を仰ぐことを通じ、自らの知見を絶えず再審して

いく柔軟で強靱な姿勢を育むことを教育目標としている。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

＜現状＞ 

本学では、建学の精神である「誠実で信頼される人に」を実現するために、ディプロマ・

ポリシー(学位授与方針)に基づいてアセスメント・ポリシーやルーブリックにより学習成果

を定めている。ディプロマ・ポリシー(学位授与方針)を達成するために、授業科目ごとの到

達目標はシラバスに示しており、授業内で学生に周知している。 

シラバスに記載した単位の認定は、明示された成績評価の方法・基準により、筆記試験ま

たはレポート試験により評価を行っているが、授業形態に応じて、作品、成果物、実技試験

や平常の成績などと組み合わせて総合的に評価し単位認定を行っている。また、各コース、

専攻で行われる学外実習の評価については、重要な学習成果として、その後の学習への指標

としても用いられている。学習成果については、試験の成績評価、卒業要件および学位につ

いて鈴鹿大学学則に定めており、キャンパスガイド 2024 に記載している。免許や資格取得

についても学習成果と捉えている。 

GPAは客観的な学習成果の指標として、学生にも示しており、成績順位や奨学金、各種校

外実習の条件などにも利用している。学習成果を量的・質的データとして測定する方法とし

て学習の記録(履修カルテ)を教職課程の一部の授業科目で採用している。 

以上のように、学習成果は、成績評価、GPA、免許取得状況、資格取得状況、授業評価アン

ケート、学習の記録(履修カルテ)などにより測定することができる。授業科目ごとの到達目

標は、授業担当者および各コース、専攻で定期的に点検しており、シラバスやウェブサイト

により学内外に公表している。 

自己点検・評価報告書を毎年作成する際に学習成果を学校教育法の大学規定に照らして、

点検を行っている。 

各学部や領域、コース、専攻においてさまざまな形で学習成果を定めている。また、各授

業担当者は初回の授業において、授業概要や到達目標を学生に説明している。学部別に述べ

ると、以下のとおりである。 

まず、国際地域学部では、前期成績発表後、ゼミナール担当者からの直接（または WEBを

活用した）面談及び履修指導を実施している。また、学習成果を確認するために「学びの振

り返り」を実施し、ゼミナール担当者が確認の上、内容をフィードバックしている。３つの

ポリシーを踏まえた学習成果の点検は、学生の意識調査、学生・キャリア支援課員の面談、

資格取得報告書の提出などを実施して情報を収集することに努めている。評価方法について

は、調査結果をもとに学部教授会、領域会議等で情報を共有し、成果や課題を共有している。

ただし、共有されてはいるものの、効果の検証については、各科目、ゼミナール担当教員、

各部署が持つ情報の横断的な検証が行われていないため、今後の課題であると認識してい

る。 

次に、こども教育学部では、学期ごとの成績配付を学部全体で実施し、学生自身が学習成

果を振り返る時間を設けている。その際「教職ガイダンス」を開催し、教職教育センター会
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議の学部担当者が、「教職履修カルテ」による振り返りも併せて実施している。その結果、

学期ごとに学生自身が学習成果を点検・評価でき、「初年次教育」「ゼミナール」担当者（い

わゆる、個々の学生担当教員）も、それらをもとにした支援体制を整えている。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）については、令和６（2024）年度のキャンパスガ

イド 2024には、「教育内容」、「教育方法」、「教育評価」についての詳細を明記した。 

大学院研究科においては、前期にポスター発表会および中間発表会を実施し、研究成果

を発表する機会を設けている。これにより、教員間および院生間で活発な議論が交わさ

れ、フィードバックを通じて研究の質を高めることが可能となっている。 

修士論文作成の過程では、主査および副査の担当教員が適切な指導を行い、研究科会議

において議論を重ねながら指導体制を整えている。論文完成後には、口頭試問および修士

論文発表会を通じて成果を発表し、総合的な評価が行われている。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入

れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

＜現状＞ 

大学及び大学院国際学研究科の３つのポリシー、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、

カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

は、学長のリーダーシップのもと、学部長、学科長及び学科担当者が作成した原案を基にし

て、自己点検・評価委員会及び経営教学ミーティングでの審議を経て、各学部教授会におい

て策定している。また、平成 29（2017）年度には大学・短期大学部共通の教育目標を策定す

るにあたり見直しを行っている。さらに令和２（2020）年度には、３つのポリシーを関連付

けて一体的に見直しを実施した。両学部において建学の精神である「誠実で信頼される人に」

に基づいて、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）を定めている。 

 カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）においては、ディプロマ・ポリシー（学位授与

方針）を実現するために各学部で定めている。アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

は、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）に

基づいて、どのような入学者を求めているのかを「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

「主体性・多様性・協働性」の３つにわけて明確に示している。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）では、キャンパスガイド 2024 やウェブサイトに

掲載するとともに、入学時のオリエンテーション、教務課および学生・キャリア支援課のガ

イダンス、あるいはゼミナール担当教員によるミーティングなど、さまざまな機会を利用し

ての説明をしており、学内外に明確に示している。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）については、ディプロマ・ポリシー（学位授与

方針）と同様に、キャンパスガイド 2024 やウェブサイトに掲載するとともに、入学時のオ

リエンテーションやゼミナール担当教員によるガイダンスなど、さまざまな機会を利用して、

学内外に明確に示している。 

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）においては、国際地域学部・こども教育学

部の各領域、コース、専攻において、キャンパスガイドを通じて学内に示すとともに、ウェ

ブサイトや学生募集要項 2025にて入学希望者や学外に対して明示している。 
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＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 

各学部の教育目的・教育目標の点検・確認について、各学部や領域・専攻・コースでの会

議および大学全体での点検・確認が必要である。 

学習成果の点検、評価結果のフィードバックや評価方法については、調査結果をもとに学

部教授会、領域会議等で情報を共有し、成果や課題を共有している。ただし、共有されては

いるものの、学習効果の検証や関連性について、各科目、ゼミナール担当教員、各部署が持

つ情報の横断的な検証は不十分であり、今後、詰めなければいけない課題であると認識して

いる。学習成果を学生に対してより分かりやすく可視化することができれば、学生の学習意

欲は向上し、学習成果が得られ、可視化された情報による学修指導は強化されると考えてい

る。 

学生募集要項 2024 は、入学希望者に対して入試方法を明確に示すものであり、アドミッ

ション・ポリシー（入学者受入方針）は、必ず示す必要があるが、学生募集要項 2024 には

国際地域学部およびこども教育学部のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の記載

はあるものの、各領域や専攻ごとの記載がされていないことから、令和６（2024）年度の学

生募集要項 2024には、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性・多様性・

協働性」の３つのポリシーを示し詳細についても記載し、改善を図った。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）については、前年度まで教育方法と評価につい

て、明確に示していなかったことから、見直しを行い、令和６（2024）年度のキャンパスガ

イド 2024には、「教育内容」、「教育方法」、「教育評価」についての詳細を明記した。 

３つのポリシーについては、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポ

リシー（教育課程方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）を一体的に策定し

ているが、３つのポリシーに基づく組織的で体系的な教育の展開と学生の学習成果、３つの

ポリシーに基づく大学の取組、評価に基づく改善が課題であり、３つのポリシーに基づく全

学的な教学マネジメントを確立し、さらに見直しを行いよりよい教育活動を実現できるよう

にしたい。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献］ 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

＜現状＞ 

本学では、教育や研究成果を地域に還元し、また学びの場を提供することを目的とし

て、こどもから大人までを対象とした公開講座を実施している。公開講座などの地域社会

への貢献については、COC（地域連携）・国際交流センターを中心に企画・運営している。

COC（地域連携）・国際交流センターでは、教育・学術の国際交流及び地域社会の教育・文

化の向上に資することを目的として、鈴鹿大学 COC(地域連携)・国際交流センター規程に

基づき以下の事業を行っている。 

(1) 行政、諸団体等との連携業務及び協定締結に関すること。  

(2) 公開講座運営規程に基づく講座の企画・運営に関する事業  

(3) 海外大学等との協定締結に関すること。  

(4) 学術交流及び学生交流に関すること。  

(5) 学生の海外留学に関すること。  

(6) その他センターに関し、学長が必要と認めること。  

 

鈴鹿大学および鈴鹿大学短期大学部の教員が協働し、教員のそれぞれの専門知識と研究

成果を社会に還元すべく、幅広い年齢層のニーズに応えるためのシリーズ化した複数の公

開講座を開講している。令和５（2023）年度は、８講座の開講のうち６講座開催し、受講

者数はのべ 93人であった。 

【公開講座一覧】 

開催日 講座名 内容 受講者数 

５月 18 日（土） 

キリシタン弾圧の 

歴史をたどる 

津城下まち歩きツア

ー 

津カトリック教会（イセタニコレクション）⇒お

城西公園（切支丹殉教記念碑）⇒正覚寺（石姫石

棺）。藤堂家キリシタン秘話と、非公開キリシタ

ン遺物鑑賞を含め、1.5ｋｍを説明しながら、約

２時間かけて歩いて回る。 

21 人 

６月 15 日（土） パン教室 

バナナとカスタードクリームを包んだ「バナナボ

ートパン」を作る。生地をこねるところからすべ

て手作業で行う。自分のパンは自分で作るので安

心。お土産つき。 

24 人 

７月 13 日（土） 

海外旅行に 

より安全安心に 

行くための 

リスク管理を 

学ぼう！ 

旅行は長寿の秘訣。特に海外旅行はアドレナリン

がぐっと上がる。しかしながら、病気や怪我、窃

盗等のリスクがある。より安心安全な海外旅行を

するためのリスク管理方法を旅行のリスクマネ

ジメントの専門家が教える。 

15 人 

９月 14 日（土） 
はじめてのピアノ de 

弾き語りに挑戦♬ 

本学ならではの１人１台完備の Clavinova を使

って、お気に入りの曲を演奏する。ピアノ経験が
10 人 
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なくてもご安心を♪簡単なコード理論も解説す

る。将来、幼稚園や小学校の先生、保育士になり

たいなと考えている高校生も、大歓迎！ 

９月 21 日（土） 

プログラミング 

超入門 

Scratch で 

ゲームをつくろう 

小学校でもプログラミング教育が必修となった。

小学校でもよく使われている Scratch でゲーム

づくりにチャレンジする。論理的に考えていく力

である「プログラミング的思考」を体験してみる。  

27 人 

11 月２日（土） 
俳句はカナダで 

どう詠まれたか(2) 

カナダの日系人が第二次世界大戦の抑留中に書

いた俳句を、英語話者の視点から英語で語る。

2022 年度報告に続く第２弾。全て英語で行う。 

12 人 

 

公開講座とは別に、地域の方々に聴講生として後期の正規授業の公開を行った。 

１科目１名の参加があった。今後は、広報活動を見直し、周知に努める必要がある。  

 月 火 水 木 金 

１限 

９:00 

～

10:30 

・地域産業論（⾦

⼦） 

・⽇本政治外交史

（松下） 

   ･ 情 報 処 理 論

（原） 

・地域研究・アメ

リカ（杉浦） 

２限 

10:40

～

12:10 

・中国の⾔語と⽂

化Ⅱ（細井） 

・国際関係論（松

下） 

・三重・鈴⿅学（冨

本） 

・国際経営戦略論

（⾦⼦） 

・東アジア⽂化論

/異⽂化コミュ

ニケーション論

Ⅱ（⽵野） 

 ・地域の中のこ

ども学（⽯ 

川） 

３限 

13:00

～

14:30 

 ・簿記⼊⾨（李）    

４限 

14:40

～

16:10 

・韓国語Ⅱ（⾈橋） 

・中国語Ⅱ（細井） 

    

 

鈴鹿市（鈴鹿市教育委員会を含む）とは、平成 15（2003）年９月に学官連携に関する協定

を結び、年に１回、定期協議会を開催している。定期協議会では、双方からの要望が確認さ

れ、鈴鹿市からの要望に応えるよう努めている。  

鈴鹿市が市民大学として開講しているすずか市民アカデミー「まなベル」や、三重県内の

高等教育機関と県民とをつなぐ公開セミナー「みえアカデミックセミナー」へも毎年講師を

担当し、生涯学習への貢献活動を行っている。令和６（2024）年度は、「まなべる」におい

て２講座、「みえアカデミックセミナー」において２講座を、本学教員が提供した。詳細は

下記のとおりである。 
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【まなべる】 

日 時 令和６年 10 月５日（土） 10：00～11：30 

会 場 Ｂ棟 101 講義室 

講座名 有害鳥獣駆除とジビエ利活用の可能性 

講座内容 

近年、狩猟や有害鳥獣対策として捕獲されたシカやイノシシを食肉（ジビエ）として有

効活用し、鳥獣被害対策や地域活性化に貢献する取り組みが広がっています。本講座で

は、ジビエの有効活用と現代の食課題、環境問題について考えるために、資料やデータ

をもとに、分かりやすく解説しました。 

講 師 短期大学部 教授 櫻井 秀樹 

参加人数 12 人 

アンケート結果 ①満足：5 人、②おおむね満足：6 人、③やや不満：0 人、未記入・無効：1 人 

 

日 時 令和６年 11月 30 日（土） 10：00～11：30 

会 場 Ｂ棟 101 講義室 

講座名 高齢期と青年期それぞれの継承－キリスト教と仏教に学ぶ－ 

講座内容 

宗教指導者たちが高齢期をどう生き、次世代に何を伝えてきたか。青年期を生きる宗教

青年会メンバーが、どのように活動し次世代に何を伝えようとしているか。約 20 年間、

講師がフィールドワークで見聞して来た「継承」について、受講者の方々が日常的に関

わる機会の少ない宗教の現場について語りました。 

講 師 こども教育学部 教授 川又 俊則 

参加人数 21 人 

アンケート結果 ①満足：6 人、②おおむね満足：14 人、③やや不満：0 人、回答なし：1 人 

 

【みえアカデミックセミナー】 

日 時 令和６年７月 24 日（水） 13：30～15：00 

会 場 三重県文化会館 レセプションルーム 

講座名 体罰イメージの変遷～西洋の教育思想に焦点をあてて～ 

講座内容 

現在、教育現場で子どもに体罰をふるうことは許されないが、どうしてそういう認識が

広く社会で当然視されるようになったのか。中世、近世、近代における西洋の教育思想

から、体罰の捉え方の変遷とその背景について解説した。 

講 師 短期大学部 助教 井上 剛男 

参加人数 35 人 

アンケート結果 
・体罰＝しつけと考えている日がどの世代も多いと思います。人権尊重ということを学

ばないといけないと感じました。ほか 

 

日 時 令和６年７月 27 日（土） 13：30～15：00 

会 場 三重県文化会館 レセプションルーム 

講座名 多民族国家マレーシアからみた日本 
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講座内容 

東南アジアにおいて経済発展著しいマレーシア。同国は主にマレー系、華人系、インド

系、それ以外の少数民族からなる多民族国家だ。1957 年の独立以降、マレーシアは多民

族社会ゆえの様々な軋轢を乗り越え、今日の繁栄を築いている。そんなマレーシアの視

点から多文化共生を目指す日本社会の今後を考えてみた。 

講 師 国際地域学部 助教 竹野 富之 

参加人数 64 人 

アンケート結果 
・今の日本の労働力不足からくる移民政策についての課題と向き合うのに役立つ研究だ

と思いました。ほか 

 

 本学は、幼稚園教諭免許状と保育士証を取得できるコースや養護教諭免許状を取得できる

コースがあることから、指導する教員や施設が整っている。そこで鈴鹿中等教育学校・鈴鹿

高等学校との連携として、鈴鹿高等学校の幼児教育クラスや看護医療クラスの「総合的な探

究の時間」を利用して、生徒が本学で専門的な学びを体験してもらうことにより、希望する

進路への興味関心を高めることを目的として、実施している。令和６年度は、幼児教育クラ

ス２年生は「音楽活動」「制作活動」など４回 （うち２回が大学生と合同授業）、３年生は

「保育者の資質とマナー」「乳児保育」など３回（うち２回が大学生と合同授業）の講義を

実施した。看護医療クラス２年生は「バイタルサインと妊婦体験」を１回、３年生は「バイ

タルサインの測定を測ろう。こんな時、どうする？」を１回といった講義を実施した。  

 次に三重県立高等学校６校との連携事業では、本学連携を図ることにより、入試広報の効

果が得られるとともに、地域に必要をされる大学として応えるものになっている。 

 今後は、県内高等学校との連携先を拡大し、高等学校在学中から授業科目への科目履修生

受入れ、授業聴講及び施設見学などができることにより、本学への関心を深める取組を行っ

ていく。 

 

 地域・社会の地方公共団体、企業等、教育機関および文化団体等と協定を締結するなど、

地域との連携・協働に力を入れている。 

 大学の三つの機能は、「教育」「研究」「社会貢献」であるが、県内、近隣校との連携は、

「研究」「教育」を地域に伝達することであり、すなわち「社会貢献」となる。大学の三つ

の使命として価値あるものであると認識している。 

 

協定一覧 

協定先 内容 

鈴鹿市 鈴鹿国際大学と鈴鹿市との学官連携に関する協定書 

鈴鹿市 大規模災害時における避難場所としての使用に関する協定書 
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社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会 社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会と学校法人享栄学園鈴鹿大

学・鈴鹿大学短期大学部との災害発生時における相互協カに関す

る協定書 

全国「道の駅」連絡会 「道の駅」就労体験型実習の実施に関する基本協定 

有限会社ホテル・ニューいろは 彩花亭の経営コンサルティング実践に関する産学連携基本協定書 

株式会社ワンピース 株式会社ワンピースと鈴鹿大学短期大学部との産学連携基本協定

書 

SUZUKA 産学官交流会 ランニングバイクプロジェクトに関する基本協定書 

株式会社日本政策金融公庫津支店 

 株式会社日本政策金融公庫四日市支店 

起業家教育及び産学連携の協カ推進に関する協定書 

株式会社タスカル 株式会社タスカルと学校法人享栄学園との産学連携基本協定書 

三重県 鈴鹿大学及び鈴鹿大学短期大学部への三重県営住宅の提供に関す

る協定書 

NPO 法人三重県生涯スポーツ協会 NPO 法人三重県生涯スポーツ協会とのデータサイエンス教育に関

する協定書 

株式会社三重スポーツコミュニケーシ

ョンズ 

株式会社三重スポーツコミュニケーションズとのデータサイエン

ス教育に関する協定書 

陸上自衛隊航空学校 鈴鹿大学短期大学部校外実習生受け入れ協力に関する協定書 

一般社団法人鈴鹿市観光協会 一般社団法人鈴鹿市観光協会と学校法人享栄学園の相互連携に関

する協定書 

太門通商株式会社 太門通商株式会社と鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部との産学連携
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基本協定書 

日清医療食品株式会社 日清医療食品株式会社と鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部との産学

連携基本協定書 

東海東京ファイナンシャル・ホールデ

ィングス株式会社 

寄附講座の実施に関する覚書 

公益財団法人日本スポーツ施設協会 公認スポーツ施設管理士養成講座開講及び資格認定試験の実施に

関する協定書 

特定非営利活動法人三重県生涯スポー

ツ協会              

三幸株式会社 

スポーツビジネス人材の育成に関する産学連携基本協定書 

NPO 法人三重花菖蒲スポーツクラブス スポーツ経営人材の育成に関する産学連携基本協定書 

株式会社スズカ未来 株式会社スズカ未来と学校法人享栄学園との産学連携基本協定書 

陸上自衛隊久井駐屯地 校外実習性受け入れ協力に関する協定書 

陸上自衛隊航空学校明野駐屯地 校外実習性受け入れ協力に関する協定書 

一般財団法人答志島スポーツ・文化ク

ラブ 

スポーツ経営人材の育成に関する産学連携協定書 

一般財団法人 UAV＆INC 協会 一般財団法人 UAV＆INC 協会との連携に関する協定書 

NAJC 鈴鹿大学と NAJC の教育パートナーシップに関する協定 

三重大学 他 11 高等教育機関    

三重県 

「高等教育コンソーシアムみえ」に関する協定書 
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三重大学 他 12 高等教育機関 高等教育コンソーシアムみえ単位互換に関する協定書 

亀山市教育委員会 亀山教育委員会と鈴鹿大学との連携に関する協定書 

亀山市教育委員会 亀山教育委員会と鈴鹿大学短期大学部との連携に関する協定書 

蘇州人旺資源服務有限公司 中国人留学生の就職支援に関する協定書 

尾鷲市 尾鷲市インターンシップの取扱いに関する協定書 

特定非営利活動法人三重県生涯スポー

ツ協会 

インターンシップに関する協定書 

一般社団法人グローバル愛知 外国人留学生インターンシップの受入に関する覚書 

ジャパン HR ソリューションズ株式会

社 

外国人留学生インターンシップの受入に関する覚書 

 

こどもボランティア部は、様々な社会問題を常に洞察していく心を大切にし、教育・保育

活動と密接に繋がっている「こども・保護者・地域」と積極的に関わりを深めていける自律

的な活動体を目指し、こども教育学部の学生を主体に活動を続けている。 

令和６（2024）年度７月には、ボランティア団体「プロギングみえ」のお誘いを受け、地

域の海岸のゴミ拾いを通した活動に参加し、景観・環境保全活動の大切さ、団体を運営して

いくことの楽しさ・難しさを学ばせていただいた（参加人数／ボランティア部員：３名、活

動全体：28名）。 

10月には、鈴鹿大学大学祭で「大学祭こども服＆ぬいぐるみ無償提供」を実施し、２日間

で約 150 名の親子に、使わなくなったこども服やぬいぐるみの無償提供をすることができ

た。服やぬいぐるみを集めるために、ボランティア部の OBや地域の現役教員の力を借りて、

予想以上の品物の寄付を得ることができた（参加人数／ボランティア部員：16 名、参加親

子：延べ 150名）。 

11月及び２月には、昨年度も好評を博した「郡山こども教室」を、郡山公民館にて２回に

わたり実施した。こどもたちと触れ合うための様々なあそびのバリエーション、創作おもち

ゃの活用に取り組んだ。来年度以降も継続的な活動が望まれ、ボランティア部の活動のメイ

ンの一つに育ってきている（参加人数／ボランティア部員：延べ 16名、小学生：延べ 35名）。 

その他、小規模、単発のボランティア活動に多数取り組んでいる。 
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三重県内小学校での児童生徒支援ボランティアとして、三重県教育委員会「大学生等教育

アシスタント」及び「自主ボランティア」を行ってきた。まず、「大学生等教育アシスタン

ト」については、前期 15名、後期 12名が登録して県内各地の小中学校で活動を行った。ま

た、「自主ボランティア」として、４名が活動を行った。活動内容は、実施校によって内容

は様々だが、主に授業時の児童生徒の学習支援を行っている。通常の学級だけでなく、特別

支援学級における支援も行うなど、学生にとっては貴重な経験となっている。また、留学生

は外国につながる児童生徒の通訳等の支援を行い、学習面のサポートだけでなく心理面や生

活面での支えとなっている。 

グローバルスタディを企画し、地域社会における多文化共生社会実現に向けた取り組みと

して、国際経験の豊富な留学生・日本人学生を地域の幼稚園、小・中・高の県内教育機関、

行政、国際交流団体等に派遣している。本事業は、地域住民の外国に対する知識と理解を深

めるためだけでなく、参加する本学学生の自己啓発を促すための「教育の場」としても位置

づけている。学生たちが本学で学ぶ学修の専門性と国際経験を活かしながら、地域との交流・

協働の中で、責任感、自律心、創造力、コミュニケーション能力等を高めることを目的とし

ている。 

令和６（2024）年度は１月に亀山市立井田川小学校の「多文化共生社会に関する学び」の

授業を訪問した。ネパールと中国の学生合わせて６名は、自国の文化や言語を紹介した後、

日本で生活する外国人としての立場で小学生らの質問に応じ、交流を行った。 

国際交流クラブ（ICC）の学生が、地域と連携した様々なボランティア活動に参加した。

６月には、NPO法人 Shining こども食堂「りんごの家」へ参加し、調理補助や子供たちとの

国際交流を行った。６月、７月、８月、10月、11月には計５回、NPO法人ウミガメネットワ

ークの協力を得て大学近隣の海岸清掃、11月には、Honda鈴鹿製作所「三重県環境保全活動」

に参加した。こうした社会貢献の場では、留学生が地域社会とのつながりを持ち、日本の社

会についての学びを深める機会を提供できた。本クラブの活動は、２月に開催された三重県

内の大学所属の地域貢献サークルが活動を発表する「みえまちキャンパス in みかん大」に

おいて、留学生が主体となり地域貢献活動をすることが評価され、優秀賞を受賞した。 

子育て支援事業であるあそび広場「すずちゃん」は、地域の親子が集い、子どもが楽し

く遊んだり、親と子が交流したりする機会を提供している。また、子ども同士、親同士が

自然に交流できる環境を作り、子どもの健やかな育ちを支えている。親のニーズに応じ、

子育て等に関する情報の提供や相談を通して、親が安心して子育てができる環境を整えて

きた。学生は実践活動を展開し、保育の実践力を高める場となっている。令和６年度は、

５月から１月まで開催した。 通常の内容７回、外部講師によるリトミック４回を実施し、

子ども 101名、保護者 96名、学生のべ 64名の参加があった。教育・保育実習では学ぶこ

とのできない保護者支援の学びが期待でき、実習に先立って保育指導の学びも得ることが

できる機会となった。指導計画案に基づいた保育の充実を図り、毎回振り返りのミーティ

ングをもって成果、課題を語りあった。合わせて振り返りシートを提出させ、授業として

の総括も行ってきた。模擬保育を実践することで、学生に十分な学びの場を提供すること

ができた。 
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＜テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献の課題＞ 

大学が地域と連携し、また地域に貢献できる内容は多岐にわたる。教員においては、その

専門的知見を活かした講座や地域の諸活動に対する指導助言、さらに地域の一員として災害

時のボランティアへの協力を行ってきている。学生においては、こども教育学部の学生は保

育所や幼稚園、こども園、小中学校における児童の支援や教員の支援等を行い、国際地域学

部の留学生は小中学校における国際交流授業、また通訳のボランティアに参加することもあ

った。さらに留学生が中心となったサークルでは、海岸清掃など地域の一員としての活動も

行ってきている。こうした教員や学生による社会貢献は、大学側にとっても地域社会にとっ

ても双方に利点があり、いわゆる win-winの関係が成立している。 

 こうした活動を持続可能にするために、ひとつあげられる課題は、広報の問題である。小

中学校等における学生ボランティアの場合は、行政機関が広報を担っていたり、小中学校等

から直接に依頼がきたりする。一方、公開講座や授業公開、子育て支援など大学が企画した

内容を、いかに地域にアナウンスしていくかである。大学 HP、ちらしの配布、行政機関との

連携などの方法をとっているが、社会のニーズに対して、周知の面で十分対応できているか

が課題である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献の特記事項＞ 

令和６年度は、学生のサークル ICCの活動が活発となり、留学生が社会とかかわる活動が

多く行えた。今後も、この活動が発展的に維持されるような組織やシステムの構築が必要で

ある。 
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［テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証］ 

 

［区分 基準Ⅰ-D-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んで

いる。］ 

＜現状＞ 

本学では鈴鹿大学学則第４条において「本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の

目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況を把握し、自己点

検及び評価を行う。」として、自己点検・評価のため、自己点検・評価委員会を設置してい

る。自己点検・評価委員会は、学長、副学長、大学学部長、研究科長、短期大学部学科長、

事務局長、総務・財務課長、教務課長、学生・キャリア支援課長、入試広報課長、その他本

学教職員により組織され、鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部自己点検・評価委員会規程に基づ

き、必要に応じて随時委員会を開催している。毎年、自己点検・評価委員会が中心となり、

大学の自己点検・評価活動を行っており、また、その結果を「自己点検・評価報告書」にま

とめ、ウェブサイトで公開している。報告書作成業務については、教職員全体が関わってお

り、執筆・修正・確認などの業務を通して、定期的な点検・評価が行われている。自己点検・

評価委員会には FD・SD推進部会と IR推進部会が置かれており、それぞれの推進部会の運営

については、それぞれの規程に定められている。 

平成 23（2011）年度と平成 28（2016）年度に（財）日本学生支援機構に、令和５年（2023）

年度に（財）大学・短期大学基準協会による第三者評価を受審し、適格であるとの認証を受

けている。自己点検・評価報告書をウェブサイトで公開することで、評価結果で示された課

題を可視化し、課題の改善に全教職員が一丸となって取り組めるようにしている。 

 

 

［区分 基準Ⅰ-D-2 教育の質を保証している。］ 

＜現状＞ 

教育の質保証の基本として、教育基本法、学校教育法、大学設置基準、中央教育審議会

答申のほか、資格取得の観点から教育職員免許法や厚生労働省などの関係法令などが改正

された場合は、教務課が適宜確認し必要に応じて学部教員と文書を共有する等、法令順守

に努めている。 

学習成果を焦点とする査定の手法としては、授業担当者が、シラバスに授業の到達目

標、授業の目的・概要、授業計画、評価の方法・基準などについて示し、授業計画に沿っ

て授業を実施した後、試験（レポート、実技を含む）による成績評価を行っている。 

自己点検・評価活動のなかで培った手法をもとに、本学独自のアセスメント・ポリシー

を作成し、運用している。さらに各学期に行われる学生による授業評価アンケートの結果

を参考に自らの授業を評価し、次に向けた授業の改善を図っている等、教育の向上・充実

に向けて PDCA サイクルを回している。 

令和２（2020）年度後期に施行し、令和３（2021）年度から本格的に米国のアカデミッ

ク・アドバイジング制度を一部導入した「鈴鹿大学アカデミック・アドバイジング

（SAA）」を全学的に実施している。これにより、学生も学習を振り返り学びの振り返りと

して Google Workspaceを活用し、半期に受講している単位数、一つの授業に対する自宅学
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習の実態、卒業までのプロセス（目指す時期）などを詳細にたずね、授業評価とは別に、

次学期の計画を検討することで、学生自ら「学びの充実に向けた PDCAサイクル」を活用で

きる状況にある。 

前期と後期に、教員による授業参観を行っている。すべての教員が、それぞれ２週間す

べての科目を参観できる期間を設け、「授業参観アンケート」を記入して提出する。これ

を FD・SD推進部会が集計・分析後、事後検討会を開催している。これにより教員が相互に

授業を参観して評価することで、授業改善へつなげている。 

このように国際地域学部・こども教育学部ともに教育組織、学生という学ぶ主体、双方

が、学びの向上・充実のための PDCAサイクルを活用している。  

学習成果については、カリキュラムマップを見直し、CAPの適正も含めた検討を行い、

時間割の改善等に役立て、学生の履修計画を立てやすくしている。  

また、卒業時に身につけるべき具体的な学習成果を意識して学生が授業科目を選択でき

るよう、各授業科目のディプロマ・ポリシー（学位授与方針）との関係をシラバスへ記載

している。  

組織的に「教学マネジメント」を行うための全学的な組織のあり方について議論を行

い、令和４（2022）年度より組織的に「教学マネジメント」を行った。 

また、「教学マネジメント」等、内部質保証を行うにあたっては、IR等によるデータに

基づいた検証と方針の決定が必要である。本学では、IR推進部会をおき、学長の指示に基

づいてデータの提出、分析を行い、IR推進部会から提出された分析資料は GWS・PC活用状

況調査、休退学の予防に向けた有効策調査などを実施し、「教学マネジメント」の組織的

樹立にあわせ IR推進部会と取り組んでいる。 

 令和４（2022）年度の初めにはアセスメント・ポリシーの策定に取り組んだ。アセスメン

ト・ポリシーは、大学教育の三つの方針（アドミッション・ポリシー（AP）、カリキュラム・

ポリシー（CP）、ディプロマ・ポリシー（DP））によって、学生の学習成果に基づく成長を

促進・可視化するためのものである。さらにその取り組みにおいては、大学教育の計画

（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Act）の PDCAサイクルを循環させることが望

ましいとされている。本学のアセスメント・ポリシーでは、PDCAの水準として①大学全体レ

ベル ②学部・学科レベル ③科目（授業レベル）、時期としては①入学前・入学時（AP検

証） ②在学中 （CP検証） ③卒業時・卒業後（DP検証）を設定した。３つの時期におけ

る具体的な評価指標としては、①入学前・入学時（AP検証）「入学試験」 ②在学中（CP検

証）「単位修得状況」 ③卒業時・卒業後（DP検証）「卒業・単位授与数」を挙げた。アセ

スメント・ポリシーの策定においては、教学マネジメント指針（2020）および先行事例を参

照した。 
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＜テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証の課題＞ 

基準Ⅰ−C−1、および基準Ⅰ−C−2 のように、自己点検、教育の質の点検を行っている。 

基準Ⅰ-C-2で記載した IR推進部会との取組については、「教学マネジメント」と取り組ん

でいるが、参加率 100％に向けた学生への認知度向上と学生へのフィードバック徹底に取り

組んでいる。 
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＜テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証の特記事項＞ 

特になし 
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＜基準Ⅰ ミッションと教育の効果の改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

前回の認証（第三者）評価を受けた際に、自己点検・評価のための PDCA サイクルの確立

については課題が残り、高等教育機関としての機能を一層向上させるための取組みが課題と

された。経営教学ミーティングで学長が主体となり、各部会へ PDCA サイクルを確立し、４

半期に分けて中間報告を実施するなど、積極的に問題解決に取り組むように改善した。 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

学習成果の量的・質的データは学習の記録（履修カルテ）などを用いている。ルーブリッ

クの記載方法についての学内講習会を実施し、令和７（2025）年度から全科目について実施

するための取り組みを行った。学生が努力すべき点がより分かりやすく、測定についても自

己評価が可能である書き方を意識し、令和７（2025）年実施の全開講科目について、教務委

員会、学部長、副学長、学長でチェックを実施し、ルーブリックと評価基準の矛盾がないよ

う点検を実施した。今後は、さらに充実するよう、チェック体制を強化していく必要がある。
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 卒業認定・学位授与の方針に従って、単位授与、卒業認定や学位授与

を適切に行っている。］ 

＜現状＞ 

学位授与の要件に関しては、鈴鹿大学学位規程（平成６（1994）年３月 28 日制定）の第

３条に規定しており、学士の学位は、鈴鹿大学学則第 49 条の規定に基づき、本学を卒業し

たものに授与するとしている。卒業の要件については、鈴鹿大学学則第 47 条に規定してお

り、本学を卒業するためには、学生は４年以上（編入学生は２年以上）在学し、別表１また

は別表２に定めるところにより 124単位以上を修得しなければならない。卒業は、このそれ

ぞれの卒業の要件を満たした学生に認定され、国際人間科学部・国際地域学部ともに学士（国

際学）、こども教育学部では学士（教育学）の学位が授与される。具体的な卒業要件を満た

すために必要な単位数や教育課程、単位の履修方法、成績評価の基準については、キャンパ

スガイド 2023に明記してある。また、シラバスにおいても、講義テーマや講義の到達目標、

講義の目的・概要、授業計画、講義外学習の指示、そして学修評価の方法・基準などについ

て示している。 

 

国際地域学部 

学位授与の方針は、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）として①専門的知識・技能、

②課題発見・解決力、③思考力、④実践力、⑤コミュニケーション力の５つの力を規定して

いる。ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、キャンパスガイド 2023、ウェブサイトに

掲載するとともに、入学時のオリエンテーションや教務課のオリエンテーションあるいはゼ

ミナール担当教員によるミーティングなど、さまざまな機会を利用しての説明など、学内外

に明確に示している。 

 ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、定期的に点検を行っている。令和４（2022）

年度には、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程方

針）およびアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の３ポリシーを点検・検討を行い

令和５（2023）年度に向けて修正を行った。この際の点検・検討においては、ディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育課程方針）およびアドミッショ

ン・ポリシー（入学者受入方針）の一体化を念頭に行った。また、ディプロマ・ポリシー（学

位授与方針）を学力の三要素（「知識・技能」「思考力・判断力・実践力」「主体性・多様

性・協調性」）から整理をした。 

(1) 専門的知識・技能 

ビジネス分野に関する専門知識とそれを活用する技能を有している。 

(2) 課題発見・解決力 

専門的知識・技能を通じて現状を学び、現代社会が抱える課題を発見・解決できる。 

(3) 思考力 

現代社会が抱える課題を多角的・複眼的な視点から論理的かつ批判的に思考することが

様式 6－基準Ⅱ 
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できる。 

(4) 実践力 

現代社会のさまざまな事象に関心を持ち、課題に応じる新たな価値の創出につながる解

決・実践を試みることができる。 

(5) コミュニケーション力 

多様な価値観を尊重し、他社との相互理解を実現して協働することができる。 

 

こども教育学部 

学位授与の方針は、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）として①専門的知識・技能、

②課題解決力、③思考力・判断力、④実践力、⑤コミュニケーション力の５つの力を規定し

ている。ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、キャンパスガイド 2023、ウェブサイト

に掲載するとともに、入学時のオリエンテーションや教務課のオリエンテーションあるいは

ゼミナール担当教員によるミーティングなど、さまざまな機会を利用しての説明など、学内

外に明確に示している。 

 ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、定期的に点検を行っている。令和４（2022）

年度には、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程方

針）およびアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の３ポリシーの一体化を念頭に改

正を行い、令和６（2024）年度も継続している。 

(1) 専門的知識・技能 

教育者として必要な専門的知識・技能を身につけ、それを活用する能力を有し 

ている。 

(2) 課題解決力 

専門的知識・技能を通じて現状を学び、こども、学校・家庭・地域が抱える課題を発見

し、解決をはかることができる。 

(3) 思考力・判断力 

こども、学校・家庭・地域が抱える課題を多角的・複眼的な視点から論理的に思考・判

断し、表現することができる。 

(4) 実践力 

こども、学校・家庭・地域におけるさまざまな事象に関心をもち、課題に応じる新たな

価値の創出につながる解決・実践を主体的に試みることができる。 

(5) コミュニケーション力 

多様な価値観を尊重し、他者との相互理解を実現して協働することができる。 

 

大学院国際学研究科 

学位授与の方針は、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）として①現代の国際社会・地

域社会が直面する諸問題の所在を把握し、その背景・原因を分析し、その解決策を考究し、

それを克服する可能性を展望できるようになる。②開設科目の履修を通じて、幅広い学識を

身につけるとともに、自らの研究課題について国際的な視野のもとに多様な視点から専門的

知識を修得する。③講義・演習等の授業だけでなく、文献資料調査、フィールドワーク、実

務研修など多様な経路から必要な情報と知見を収集し、それらを自分の課題関心から系統的
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に精査・分析・整理・咀嚼して、事故の課題関心を絶えず再検証していく力を身につける。

④自らの研究課題について、先行研究や関連する知見を渉猟しつつ、必要な情報を収集・検

証したうえで、平明な文章で構成された論理的かつ明快な修士論文若しくはそれに代わる研

究成果に表現できる技能を身につける。ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、キャン

パスガイド 2023、ウェブサイトに掲載するとともに、入院時のオリエンテーションや国際学

研究科及び教務課のオリエンテーションあるいは研究指導担当教員によるミーティングな

ど、さまざまな機会を利用しての説明など、学内外に明確に示している。 

 ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、定期的に点検を行っている。この際の点検・

検討においては、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育

課程方針）およびアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）の一体化を念頭に行ってい

る。 

 

 以上のように、学位授与の要件、卒業の要件、大学設置基準が定める卒業要件、学位規則

が定める学位授与の要件を充足している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。］ 

＜現状＞ 

令和４（2022）年度は、半期 24 単位以内と CAP を定めているが、学外の学びの充実にも

力を入れ学生が無理なく学びを進めていけるよう、令和５（2023）年度にはさらに CAPの厳

格化を進め、単位数を引き下げることを検討している。 

CAPを含めた履修指導は、毎年最初のオリエンテーションにてゼミ担当教員による個別面

談を実施し、学生の意向をくみ取りながら学びを進めるようにしている。 

成績評価およびその基準については、鈴鹿大学学則第 30 条（単位の授与）、鈴鹿大学学

部履修規程第 11 条により規定されている。単位認定を含めて、講義担当者にその判断が委

ねられており、シラバスに各講義の評価方法が記載されている。シラバスには成績評価に関

する内容のほかにディプロマ・ポリシー（学位授与方針）との関係、学習成果、講義の目的

と概要、講義計画、講義前後学習の必要時間と内容、単位数、取得できる資格、教科書・参

考書、オフィスアワー等を明示している。これらのことについて、入学前オリエンテーショ

ン、入学後オリエンテーションなどの機会を通して繰り返し説明をしている。特に、単位制

度などの履修方法や履修登録については、オリエンテーションの期間を長くとり、個別面談

にて学生個々の希望を確認し、それに沿うように指導を行っている。また、教育課程の見直

しは両学部教授会、各専攻会議および教務委員会で定期的に行っている。 

 

国際地域学部 

カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）は、教育研究上の目的を達成する観点から、デ

ィプロマ・ポリシー（学位授与方針）に基づき、アドミッション・ポリシー（入学者受入方

針）とともに作成した。カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）については、ディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）と同様に、キャンパスガイド 2023、ウェブサイトに掲載するとと

もに、入学時のオリエンテーションや教務課のガイダンスあるいはゼミナール担当教員によ
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るミーティング、教育後援会など、さまざまな機会を利用して、学内外に明確に示している。 

本学は教育課程編成にあたってカリキュラム・ポリシー（教育課程方針）を定め、必要な

講義科目を配置している。教育科目は、教養科目（語学科目・第二外国語科目・専門外国語

科目・情報科目・基礎科目・キャリア形成支援科目・フィールドスタディ科目）、専門科目

（専門共通科目・国際コース専門科目・地域コース専門科目・ビジネスコース専門科目・演

習科目）で構成されている。フィールドスタディ科目では、インターンシップ、ボランティ

ア活動、海外研修などを単位認定している。 

国際地域学部では、「国際地域概論」を専門共通科目の１年次の必修科目とし、専任教員

の研究や地域活動などを紹介し、２年次から選択するコースの専門的な学びへと進むように

編成し、講義と演習を体系的に配置している。 

１年次に基礎的な科目が集中し履修すべき単位数が偏っていたところを改善すべく検討

を行い令和５（2023）年度にカリキュラム改革を実施する方向で検討している。 

また、教育課程の見直しは国際地域学部会議、国際地域学部教授会、教務委員会およびコ

ース会議で定期的に行っている。 

 

こども教育学部 

カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）は、教育研究上の目的を達成する観点から、デ

ィプロマ・ポリシー（学位授与方針）に基づき、アドミッション・ポリシー（入学者受入方

針）とともに作成した。カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）については、ディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）と同様に、キャンパスガイド 2024、ウェブサイトに掲載するとと

もに、入学時のオリエンテーションや教務課のガイダンスあるいはゼミナール担当教員によ

るミーティング、教育後援会など、さまざまな機会を利用して、学内外に明確に示している。 

本学は教育課程編成にあたってカリキュラム・ポリシー（教育課程方針）を定め、必要な

講義科目を配置している。 

≪教育内容≫ 

(1) 「基礎教育科目」では、教育者・社会人として求められる教養に加えて、語学力や ICT

活用力等の汎用的技能を身につけるための科目を体系的に配置する。 

(2) 教育者・社会人として持つべき知識・技能・態度や視野を拡げるために「共通専門教育

科目」を設定する。職種間で協働する視点を学修する。 

(3) 養護教諭コース、小学校教諭コース、幼稚園教諭・保育士コースの３コースに「専門教

育科目」を設置し、専門的な知識とそれを実践するための方法・技能を段階的・系統的

に学修する。１年次を「入門」、２年次を「基礎」、３年次を「応用」、４年次を「発

展」と位置づけて、実践的な活動を通して教育者に必要な専門的な教育を展開する。 

(4) カリキュラム全体を通じて、次世代の教育者の養成に向け、優れた情報収集能力と情報

の価値や真偽を読み取るための情報リテラシー、課題を発見するための批判的思考、解

決法を検討するための創造的発想、他者と生産的な議論を行うためのコミュニケーショ

ンスキル、課題を解決へと導くための論理的思考、意見・主張を明快かつ具体的に表現

するためのライティングスキルおよびプレゼンテーションスキルが修得できる科目を

体系的に設置する。 

≪教育方法≫ 
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(1) 学生が主体的に且つ他者との協働作業を通して課題解決に取り組む力を育む。フィール

ドワーク、グループディスカッション、課題解決型学習などの多様なアクティブラーニ

ングの要素を取り入れる。 

(2) 教員・学生間および学生相互の双方向型発信の要素を多く取り入れた授業の設計を図

る。 

(3) ICT（Information ＆Communication Technology）の活用を通して情報教育の充実を図

り、情報機器を活用した教育実践力を身につけさせる。 

(4) １年次から担任制を敷き、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）の実現に向けきめ細

かな学修指導を行う。 

≪教育評価≫ 

(1) 各科目でディプロマ・ポリシー（学位授与方針）に照らして授業の目的や達成目標・到

達点を明確にし、学生の学修到達度を客観的・多面的に評価する。 

(2) 随時、形成的評価を行い、学生にフィードバックして目標の到達に向けた指導を行う。 

(3) 講義科目については、授業参加貢献度も含め、ディスカッション、レポート、プレゼン

テーション等の評価、筆記試験など、多様な評価方法の中から、あるいは複数の評価方

法を組み合わせ、それぞれの科目の特性に応じて学習成果を評価する。 

(4) ４年間の学修の集大成として提出される卒業研究論文等については、ディプロマ・ポリ

シー（学位授与方針）に定めた目標の達成が実現できたかどうかを総合的に評価する。 

 

大学院国際学研究科 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の方針）は、教育研究上の目的を達成する観点から、

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）に基づき、アドミッション・ポリシー（入学者受入

方針）とともに作成した。 

カリキュラム・ポリシー（教育課程の方針）については、ディプロマ・ポリシー（学位授

与方針）と同様に、キャンパスガイド 2023、ウェブサイトに掲載するとともに、入院時の国

際学研究科オリエンテーションおよび教務課のガイダンスあるいは研究科長及び研究指導

担当教員によるミーティングなど、さまざまな機会を利用して、明確に示している。  令

和５（2023）年度カリキュラム・ポリシー（教育課程の方針）は以下のとおりである。 

(1) 国際社会研究、ビジネスマネジメント研究の２つの科目区分を設け、学生は一つの区分

に中心を置きつつも、他の区分科目も履修することで、国際社会を多様な観点から複眼

的に考究することのできる専門性を体系的に修得できるよう柔軟で自由度の高い教育

課程を編成している。 

(2) 現代の市国際社会が抱える課題を的確に診断し、それを解決するための能力を涵養すべ

く、高度の専門的な知識と理論を修得する科目のみならず、実際のフィールドに出て臨

地調査実践する手法を体得する実践的科目も提供する。 

(3) シニア社会人の学修・研究を支援すべく、長期履修制度さらには短期履修制度、集中講

義をすることで、柔軟な履修環境を確保する。 

(4) 専門的業務に従事するのに必要な高度の専門知識とともに、専門家として要求される汎

用的技能（言語表現能力・論文執筆能力・情報収集分析能力）を修得する科目を配置す

る。 
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(5) 参加型で実践的な授業を展開する。 

(6) 学生の学修・研究を論文等の成果に結実すべく、学生各人の研究テーマと問題関心に沿

った研究指導を行う。 

  より学際的な観点からの研究推進が図れるように、ディプロマ・ポリシー（学位授与方

針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の方針）、カリキュラム変更の見直しを行っ

ている。 

 

国際学研究科における履修指導は、学生の研究関心のある分野の教員が研究指導を担当し、

その際に、履修すべき科目を指導する。所属している区分の科目８単位以上と共通科目（必

修）６単位を履修することとしている。また、１年次に研究指導Ⅰ及びⅡを必修科目とし、

研究分野の教員が指導する。２年次には論文指導Ⅰ及びⅡを修士論文主査が担当し、適切に

指導している。 

成績評価及びその基準は、鈴鹿大学大学院学則第 24 条（課程の修了）、鈴鹿大学大学院

研究科履修規程第４条（修了の要件）により規定されている。 

 単位認定を含めて、講義担当者にその判断が委ねられており、シラバスに各講義の評価方

法が記載されている。 

大学院生のオリエンテーションは２年生と合同で実施しており、その中で研究科長、研究

指導担当教員、２年生のアドバイスを含め、単位制度、履修方法や履修登録について指導し、

必要に応じて個別面談を実施している。 

教育課程の見直しにおいては、国際学研究科会議を定期的に行い、全学教授会において報

告している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養及び総合的な

判断力を培うよう編成している。］ 

＜現状＞ 

令和３（2021）年度入学者より、全学において学生はノートパソコンを必携として ICTを

活用して授業展開がなされている。ノートパソコンは、購入を促し入学時の送付書類内に案

内を同封しているとともに、購入に対応できない学生については、大学が窓口となり貸与が

できる仕組みを用意している。また、新型コロナウイルス感染症の流行に対応し、Google 

Workspaceを活用したオンライン授業を遂行する環境も構築している。この仕組みは、オン

ライン授業への対応だけではなく、対面授業再開後にも活用することで、時間外の学習（授

業前、授業後ともに）機会の提供、授業時の資料提供、課題提出など、開講される多くの授

業で積極的な活用をしている。とりわけ、課題の提示においては、課題に取り組む学生が、

他者に知られることのない個別コメントを教員宛に送信することができるため、そのシステ

ムを使うことで、時間外に課題に取り組む学生の知識定着、知識向上を促すことが可能とな

っている。課題については、出題の方法によっては、提出前の取り組み過程を教員側で確認

することも可能である。課題過程での達成状況を閲覧し、それぞれの学生の理解度に合わせ

た追加課題や解法へのヒントの提示をするといった学生個々に応じた学びを深める教育活

動も可能となっている。提出された課題については、教員が採点、コメントなどを入れて返
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却することが可能であり、学習過程において学生は、学習途上の評価を得ることが出来るよ

うになっている。この提出⇒採点評価⇒返却の流れについては、返却後に学生が再度課題に

取り組み再提出が可能となっている。オンラインで課題を提示、フィードバックできる機能

を活用することで、持続した学びが提供できている。これらシステムの活用については、今

後も継続した FD活動を通じ、教員も活用スキルを高め続けることが課題である。 

 

国際地域学部 

教育科目は、教養科目（語学科目・第２外国語科目・専門外国語科目・情報科目・基礎科

目・キャリア形成支援科目・フィールドスタディ科目）、専門科目（専門共通科目・国際コ

ース専門科目・地域コース専門科目・ビジネスコース専門科目・演習科目）で構成されてい

る。フィールドスタディ科目では、インターンシップ、ボランティア活動、海外研修などを

単位認定している。 

語学科目は、一般学生に対しオーラルコミュニケーションⅠ～Ⅵを、留学生には対しては

日本語購読Ⅰ・Ⅱ、日本語作文Ⅰ・Ⅱ、日本語会話Ⅰ・Ⅱの計６科目をそれぞれ必修として

いる。そのほか、第２外国語（中国語、韓国語、ポルトガル語）や専門外国語科目として英

語や日本語科目の充実を図っている。情報科目は、コンピュータリテラシーⅠ・Ⅱを必修と

し、マルチメディア演習、情報処理論、データベース論などの科目を選択で置いている。基

礎科目には、スポーツエクササイズⅠ・Ⅱを含め、一般的に教養科目と考えられる科目を 17

科目 34単位配置している。 

学生にとっては、希望する科目を受講できる機会が確保されている。教養科目全体にわた

り、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うことを目的とし、また社会的・職業的自立を

図るために必要な能力の獲得に加え、生涯にわたり自らの資質を向上させるために必要な能

力を育成することを目的としている。基礎科目のうち「鈴鹿学」は、鈴鹿市の地域資源を知

り、その活用を主体的に考えることで地域に貢献し、自らの興味やキャリアを考える機会と

している。また、開講においては、鈴鹿大学国際地域学部、こども教育学部と短期大学部の

３学部学科の同時間開講となり、他学部の学生とも協働した学びの機会を提供している。「キ

ャリア教育Ⅰ」は、将来の就職に向けたキャリアデザインのために主に自己理解と、就職活

動に向けて必要なマナーや知識を理解するというテーマで開講している。多くの開講科目で

は、アクティブラーニングを積極的に取り入れている。 

国際地域学部において、教養科目と専門科目は重複していない。専門科目は３つのコース

に分かれており、１年後期に選択し、２年次からコース所属となる。専門科目は、専門共通

科目の国際地域概論のみ必修科目であり、所属したコースから専門科目を 30 単位以上取得

することと定めている。専門科目全体として、演習科目 16単位を含み 70単位以上取得する

こととなっているため、24単位は、所属以外のコースからも科目が選択できる。学生の希望

に応じて、卒業後の進路に必要と思われる科目を個別に指導するなど、学生と密にかかわっ

ている。 

そのほか、スポーツや観光の関する資格にチャレンジできる仕組みを構築しており、試験

前対策講座などを実施し、学生のチャレンジを後押ししている。令和５（2023）年度は、フ

ィットネスクラブ・マネジメント技能検定３級２名、公認スポーツ施設管理士 1名、公認ス

ポーツ施設運営士１名の合格者を輩出している。 
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専門性に留まらない分野全般への精通や、関連する他分野への学びの機会を設け、また生

涯にわたる資質向上のための基礎の涵養など幅広い能力の育成を図っている。履修科目とそ

こから結びつく資格、教養教育と専門教育との関連についてはキャンパスガイド 2023 によ

り明確である。シラバスにも、講義の事前、事後で履修すると望ましい科目を記入している。 

課題として、学生らに事前、事後で履修が望ましい科目についての周知徹底が十分にされ

ていないため、講義担当教員において、再度講義説明などの機会に合わせて、科目間の繋が

りを意識させる取り組みが必要である。 

 

こども教育学部 

教育科目は、教養科目として語学科目・情報科目・基礎教育科目・キャリア科目・初年次

教育・保健体育科目を設定しており、各区分ごと必要単位数を定めている。外国語科目は、

英語コミュニケーションⅠ及び英語コミュニケーションⅡの４単位を必修とし、その他に英

語コミュニケーションⅢ、中国語Ⅰ・Ⅱ、韓国語Ⅰ・Ⅱ、ポルトガル語Ⅰ・Ⅱから選択し６

単位以上を修得するように設定を行い、語学力の確保に務めている。情報科目は、情報処理

Ⅰ・Ⅱを必修とし、情報処理論、生活統計の科目を選択で置いている。基礎教育科目は、地

域と社会・人間と文化・自然と芸術の３分野か各４単位以上取得することで幅広い分野で学

修できるよう設定している。キャリア科目、初年次教育、保健体育科目を設定している。 

共通専門教育科目は、専門教育科目（養護教諭コースでは、養護・保健教育科目専門演習

科目、演習、小学校教諭コースでは、小学校教育科目、演習、幼稚園教諭・保育士コースで

は、保育教育科目、幼児・保育教育科目、演習）専門的・実践的な学修ができるよう科目を

設定してる。 

学生にとっては、希望する科目を受講できる機会が確保されている。基礎教育科目全体に

わたり、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うことを目的とし、また社会的・職業的自

立を図るために必要な能力の獲得に加え、生涯にわたり自らの資質を向上させるために必要

な能力を育成することを目的としている。また、卒業後の進路に必要な科目について個別に

助言するなど、きめ細かな対応を行っている。 こども教育学部で取得可能となる幼稚園教

諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、保育士資格、養護教諭一種免許状、中学校・高等学

校教諭一種免許状（保健）のほか、各専攻共通の資格として、社会福祉主事任用資格、准学

校心理士、ピアヘルパー、公認スポーツ指導者の資格取得が可能となっている。 

専門性に留まらない分野全般への精通や、関連する他分野への学びの機会を設け、また生

涯にわたる資質向上のための基礎の涵養など幅広い能力の育成を図っている。履修科目とそ

こから結びつく資格、教養教育と専門教育との関連についてはキャンパスガイド 2024 によ

り明確である。シラバスにも、講義の事前、事後で履修すると望ましい科目を記入している。 

 教育の効果は、学生の単位取得状況とその成績評価で表すとともに、科目の評価をグレー

トポイントに換算し GPA として示している。GPA の運用としては、成績上位者の決定、CAP

の上限を超えての履修などの基準の設定、教育実習や保育実習の履修条件の設定、学生の学

びの振り返り等に用いている。またゼミナール担当教員等による学生への個別学習指導を行

うなどをして改善に取り組んでいる。 

 

大学院国際学研究科 
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国際学研究科は、国際社会研究分野９科目、ビジネスマネジメント研究分野 16 科目を開

設している。そのほか、１年次には研究指導Ⅰ及び研究指導Ⅱが、２年次には論文指導Ⅰ及

び論文指導Ⅱがそれぞれ必修科目として配置している。学部開設の科目についても、希望に

応じて聴講することができ、すべての科目において、大学院生の自主的でかつ能動的な学修

を支援している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

前年度に３ポリシーが見直され、令和５（2023）年度から新たなポリシーが策定されたが、

引き続き高等学校関係者の意見の聴取を定期的に行う必要がある。 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）は、建学の精神を基にし、さらには教育目的・教

育目標を鑑みて定めている。カリキュラム・ポリシー（教育課程方針）やアドミッション・

ポリシー（入学者受入方針）も、これらと関連していることを踏まえ、新たに見直して、策

定した。今後も、定期的点検作業を行う。 

 

授業評価の PDCA サイクルは構築しているものの、その改善は、個人に委ねられている部

分が大きい。FD研修の一環として授業参観なども実施しているが、このような他者評価を積

極的に取り入れ、より適切な評価を行い、多面的な学習成果の把握につなげたい。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 

 特になし 

  



43 

 

［テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果］ 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 授与する学位分野ごとの学習成果は明確である。］ 

＜現状＞ 

本学における学習成果は、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）に基づいてアセスメン

ト・ポリシーやルーブリック（学習到達評価尺度）を策定し厳密に評価している。教育課程

は、カリキュラム・ポリシー（教育課程の方針）に基づいて４年間の在籍期間内に段階的に

配置された科目を履修して卒業要件や資格取得に必要な単位数を修得することで、ディプロ

マ・ポリシー（学位授与方針）を達成できるように編成している。また、各講義科目のシラ

バスには、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）との関係性や到達目標を明記しており、

到達目標は、学生を主語とし、どのようなことができるようになるのかを具体的に示してい

る。学習評価の方法・基準には、成績評価の方法（定期試験、レポート、課題など）と全体

の成績評価に占める割合や評価の観点について記載しており、それに基づき評価を行ってい

る。成績評価には、GPA制度を導入しており、オリエンテーションにおいて説明するととも

にキャンパスガイド 2024 に掲載して学生に周知している。GPA については、各セメスター

の学習成果を査定しており、学生自身の学習成果の振り返りの指標として利用する他に、成

績順位や奨学金、各種実習の条件などにも活用している。他にも、前後期授業終了前に学生

に対して授業評価アンケートを実施しており、各授業科目における内容や方法に関する評価

とともに到達目標の達成度を聞いて学習成果の自己評価を収集している。この授業評価アン

ケートの結果に対して、教員は授業方法や内容などについて振り返り授業改善に努めている。

このように、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）に基づく学習成果は、各講義科目のシ

ラバスに公表し、学生からの授業評価を受けて改善を行うサイクルが構築されており PDCA

を継続的に回している。 

これらのことから、本学の教育課程における学習成果は具体性があり、十分に測定できる

と言える。また、４年間の学習成果は、最終的な成績評価である卒業判定および資格取得率

を数量的に測定することができる。 

国際学研究科では、カリキュラムに沿った講義以外に、ポスター発表、研究計画発表、研

究構想発表、修士論文発表等、大学院生の取り組みについて、国際学研究科全体で見守る体

制を整えている。他にも、国際地域学部では産学連携の課題解決型学習を積極的に実施し、

学生の実践的な学びを深めている。特に鈴鹿市を拠点とするスポーツチームと連携しながら、

スポーツ経営人材の育成を目的に実践的な授業を展開している。学習成果は、フィールドワ

ークを通した学生の専門的知識の獲得などが挙げられる。 

以上のように、授与する学位分野ごとの学習成果は明確である。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得状況を適切に評価している。］ 

＜現状＞ 

（1）各授業科目の学習成果は、授与する学位分野ごとの学習成果に対応している。 

 各授業科目に定められている履修目標および到達目標は学部が定めるディプロマポリシ
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ー（学位授与方針）に沿って建てられているため、授業科目によって得られる学習成果は授

与する学位分野に対応している。本学においては、アセスメント・ポリシーを策定しており、

大学・学部・各授業におけるアセスメント項目を定めている。アセスメント・ポリシーにつ

いてもディプロマ・ポリシーに沿って策定されているものであるため、アセスメント・ポリ

シーの達成度合いからも本学が授与する学位分野ごとの学習成果に対応している。 

（2）教員は、成績評価基準等により学習成果の獲得状況を適切に評価している。 

 各授業科目において成績評価基準としてルーブリック（学修到達評価尺度）を作成してお

り、授業の第 1回において学生にルーブリックを示し、説明を行っている。そのルーブリッ

クを基にして、成績評価を行い、学生の学習成果の獲得状況を適切に評価することができて

いる。 

（3）教員の成績評価の状況について把握し、点検している。 

 原則的に成績評価については、担当する教員の裁量に委ねられているため、各科目におけ

る成績評価の状況についての把握は実施していない。各教員は原則的にシラバスに示された

それぞれの評価基準によって作成しているルーブリックにより成績評価を行っている。なお、

本学が定めるアセスメント・ポリシーには、評価「S」については、評価対象者の 15％以内

（履修者が 10 名未満の場合は２名以下）に留めることと示されており、教員には周知され

ている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをも

っている。］ 

＜現状＞ 

国際地域学部およびこども教育学部において、学習成果は、成績評価、GPAなどを活用し

査定及び測定を行い、学生一人ひとりの学習成果の獲得状況を把握している。また、毎学期

終了後にそれらのデータを活用しながら、学びの振り返りを Google Forms で実施する機会

を設けている。学生が自己評価を行いフォームへ書き込んだ結果をもとに、ゼミナール担当

教員による学生への面談指導を学期毎に行っている。 

国際地域学部では、学期ごとの成績配布については、Web上で発表をし、学生に周知して

いる。その際、各ゼミナール担当の教員は、担当学生の成績を確認し、必要に応じて個別で

面談等を実施し、次の学期の履修登録の変更に関する指導等を行っている。さらに各種資格

の取得状況および検定試験の合格状況の資料を活用し、査定および測定を行い、学生一人ひ

とりの学習成果の獲得状況を把握している。 

こども教育学部では、学期ごとの成績配付を学部全体で実施し、学生自身が学習成果を振

り返る時間を設けている。またその際、教職課程においては、「教職ガイダンス」を開催し、

「教育実践演習」担当者を中心に、「履修カルテ」による振り返りを実施している。その結

果、学期ごとに、学生自身が学習成果を点検・評価でき、「初年次教育」「ゼミナール」担

当者（いわゆる個々の学生担当教員）も、それをもとにした支援ができる体制をとっている。

また、これらのデータを活用しながら、学生への面談指導を定期的に行っている。さらに主

たる教員免許・資格の他にも各種資格の取得状況を活用し、査定および測定を行い、学生一

人ひとりの学習成果の獲得状況を把握している。 



45 

 

学生による授業評価アンケートにおいては、専任教員、任期付教員の科目で実施し、アン

ケートの結果について全教員がリプライを行い、授業の改善に生かしている。また、学生数

（在籍学生数、収容定員、収容定員充足率、卒業又は修了者数、入学者数、退学・除籍者数・

中退率・留年者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数）、出身高校所在地別学生

数、就職者数（就職先）、進学者数などについては、ウェブサイトに公表しているため活用

できる。 

卒業生に対しては、卒業後１年時点で卒業生およびその就職先企業へアンケート調査を実

施し、就業状況を把握するとともに、在学中の学業がどのように活かされているか卒業生か

ら聞き取っている。就職先からの卒業生への能力評価とともに、学部の教育およびキャリア

教育の改善や学習内容の見直しに活用するため学内で共有し、今後の教育課程の改革に役立

てている。回収率の低さは、今後改善が必要である。 

以上のように、授与する学位分野ごとに、学習成果の獲得状況を量的・質的データを用い

て測定する仕組みをもっている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 学習成果の獲得状況の公表に努めている。］ 

＜現状＞ 

（1）学習成果の獲得状況について、可視化した根拠がある。 

 本学においては、令和４年度にアセスメント・ポリシーを策定し、各学生の学習成果の獲

得状況についての可視化ができるようにしている。本学のアセスメント・ポリシーでは、PDCA

の水準として①大学全体レベル②学部・学科レベル③科目（授業レベル）、時期としては①

入学前・入学時（AP検証）、②在学中（CP 検証）、③卒業時・卒業後（DP 検証）を設定し

た。３つの時期における具体的な評価指標としては、①入学前・入学時（AP 検証）「入学 

試験」 ②在学中（CP 検証）「単位修得状況」 ③卒業時・卒業後（DP 検証）「卒業・単位

授与数」 を挙げている。 

（2）学生に獲得した学習成果を自覚できるように、根拠を基に説明している。 

 こども教育学部においては、入学時のオリエンテーションにおいて、目指す免許や資格に

ついて、取得する目的や方法などについて説明を行っている。また、学期が終了した際には

履修カルテに取得した科目を記入することによって、各学生が目指す免許や資格に向けての

単位取得状況を自らが理解できるようにしている。 

（3）学習成果の獲得状況について、根拠を基に公表することに努めている。 

 学部で示されているアセスメント・ポリシーの中で、免許・資格の取得状況や各種検定の

結果については教務委員会等で審議を行い、ホームページ等で公表を行っている。また、教

員採用選考試験の結果や公務員試験の結果についてもホームページ等での公表を実施して

いる。また、卒業生アンケートの結果についてもホームページ上で公表をしているものの、

回答率が低いため、卒業生全体の傾向を掴めているとは言い難いため、改善が必要である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果の課題＞ 
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以上の様に学習成果については、さまざまな方策によって実施するように努めている。し

かし、卒業生アンケートやセメスター毎に実施している学びの振り返りなどについての回答

率が高いとは言えない。それぞれの方策について、実施する意図を明確に説明し、その実施

方法についても精査する必要があると考えられる。一方で、学生が自らの学習の成果を把握

する材料として、各科目の成績評価（GP）、そして、それを平均化した GPA が中心となって

おり、各学部で設定している DP の達成度合いを把握するまでに至っていない。今後、学生

自らが学修成果を自己評価し、その可視化ができるようにしていく必要があると考えている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜］ 

 

［区分 基準Ⅱ-C-1 入学者選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて実施

している。］ 

＜現状＞ 

どの選抜においても、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）にふさわしい人材を求める

べく、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に基づいた選抜を行っている。本学の

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）は、＜知識・技能＞＜思考力・判断力・表現

力＞＜主体性・多様性・協働性＞について具体的に必要な能力・適性を伝えており、入学前

の学習成果の把握・評価方法を明確に示している。アドミッション・ポリシーは、学生募集

要項 2025、ウェブサイト、キャンパスガイドにおいて、広く学内外に示している。様々な適

性と志願理由・背景をもつ入学希望者に対応するために、多様な選抜を公正かつ正確に実施

している。令和６（2024）年度は学生募集要項 2025 のとおり多様な入学試験を実施した。

面接を課す入試においては、個別面接によって、各学部のアドミッション・ポリシー（入学

者受入方針）に沿って、質問を実施し、評価している。総合型選抜では、面接試験によって

＜思考力・判断力・表現力＞を重点的に評価している。高等学校長の推薦を受けた志願者に

対する学校推薦型選抜における面接では、＜主体性・多様性・協働性＞を重視して評価して

いる。また、総合型選抜、学校推薦型選抜において小論文を課すことで＜知識・技能＞も含

め、総合的に評価・判定を行っている。一般入試では、調査書に加え、学力試験の評価を行

うことから、特に＜知識・技能＞について重視し選抜している。このように、評価の重点を

変えながら多様な入学試験を行っており、いずれの入学者選抜も入学者受入れに関する方針

に対応している。 

国際地域学研究科の入試についても、アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）に基

づいた選抜を行っている。本学のアドミッション・ポリシーは、大学院募集要項 2025、ウェ

ブサイト、キャンパスガイドにおいて、広く学内外に示している。受験希望者と事前に面談

を行い、受験生の希望する研究テーマについて本学の指導分野との適合を確認したのち、受

験を勧めるように指導している。 

入学者選抜は「鈴鹿大学入学者試験規定」に基づき厳密に実施しており、入学者選抜に必

要な事項について、学長は、入試広報委員会および大学院研究科会議の意見を聴取した上で

決定している。 

本学の入試に係る業務は入試広報課が行っている。入試に関わる問い合わせ先は、本学の

ウェブサイトおよび学生募集要項 2025 に電話番号やメールアドレスを掲載しており、入試

広報課にて適切に対応している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-C-2 入学者選抜に関する情報を適切に提供している。］ 

＜現状＞ 

アドミッション・ポリシー、選抜区分ごとの募集人数、授業料、その他入学に必要な経費

については、学生募集要項 2025、ウェブサイトに示している。受験の問い合わせなどに対し

ては、入試広報課が窓口となって対応するとともに、必要に応じて関連する部署につなぐな
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ど、適切に対応している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜の課題＞ 

高大接続の観点により多様な選抜方法を設け、入学者選抜に関する情報は適切に提供して

いるが、入学者の確保は十分なものとなっていない。特に今年度は、＜知識・技能＞を評価

するため、総合型選抜や学校推薦型選抜に小論文を課したが、小論文が不得意な受験生が多

く、問い合わせが多かった。入学者選抜の内容・方法について継続して改善を図っていく必

要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援］ 

 

［区分 基準Ⅱ-D-1 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

＜現状＞ 

入学の手続きを行った入学予定者に対して、各学部の実情に応じて、入学前教育（課題）

を課した。令和６（2024）年度、（令和７（2025）年度入学予定者に対して）は、国際地域

学部では、メールによる課題文の添削指導を行った。令和７（2025）年３月３日（月）の第

１回目を皮切りに、１週間毎に締切日時を設けて第３回目まで実施した。各回の指定題目は

「自己紹介」、「なぜ大学に入りたいのか」「大学での学びをどう活かすのか」と平易なも

のに設定した。入学予定者の作業は以下の通りである。 

①メール添付の 400 字詰め原稿用紙を１枚印刷 

②指定題目について、原稿用紙に“横書き”“手書き”で記入 

③原稿用紙をスキャン（推奨）または写真撮影し、ファイル名を「受験番号・氏名」と設

定 

④メールの件名を「受験番号・氏名 入学前課題」と記入 

⑤担当教員のメールアドレス宛にファイルを添付して送信 

⑥担当教員から返却される指導内容を確認して次回に反映 

一見すると単純な内容だが、納期の順守、作文の作法、ITCスキルの確認、メール作法の

習得など、新学期に不可欠な要素が盛り込まれている。４月のクラス分けで指導する、ゼミ

教員が添削指導をするわけではないものの、入学前に教員と学生の絆が生まれたことが最大

の収穫である。 

こども教育学部では、進研アドの基礎教材を導入し、基礎学力の定着を目的とした課題を

提示した。入学前に進研アド担当者による「入学前教育への取り組み状況に関する中間報告」

を受ける機会を設け、入学者の学習状況を事前に把握したうえで指導にあたっている。 

入学時や進級時には、ガイダンスを実施し、履修のためのオリエンテーション指導やそれ

ぞれのポリシーに沿った指導を行っている。令和６（2024）年度入学生に対しては、入学式

の翌日以降に３日間のオリエンテーションを実施した。在学生は３月末にオリエンテーショ

ン１回と入学生との合同オリエンテーションも実施した。合同オリエンテーションは、入学

生の学習に対する動機づけ、在学生は学びの振り返りを行い、今後の学習の動機づけを目的

としている。 

学生の履修登録については、ゼミナール担当教員それぞれが担当学生に対して個別指導を

行っており、履修登録科目状況を教務課および学生・キャリア支援課とゼミナール担当教員

が共有している。後期の履修登録も同様に、ゼミナール担当教員それぞれが担当学生に対し

て個別指導を行い、登録科目の確認と個別指導を行っている。 

大学および大学院国際学研究科の学習成果の獲得に向けて、学生生活を送るうえで必要な

情報をまとめたキャンパスガイド 2024 をデータ資料として全入学生へ配信している。授業

の開始時には、授業科目の担当教員によるシラバスに基づく授業計画や到達目標の確認や解

説を行うなど、学ぶ動機を高め、科目に関心を持って学習できるようにしている。学生の学

習上の悩みや相談などは、基本的にゼミナールの担当教員が対応しているが、他の教員や教

務課および学生・キャリア支援課の職員と連携した指導も行っている。 
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 心身の健康面や発達的な問題を背景として学習困難が生じることもあり、問題を抱えた学生に

対して、ゼミナール担当教員などと健康管理センターが随時相談に応じるだけではなく、連携し、

必要に応じて健康管理センター職員または公認心理師・学校心理士等資格保持教員、臨床心理士

によるカウンセリングを実施している。さらに、健康管理センター会議担当者間で困難を抱えた

事例についてケース検討会を実施し、対応について議論し相談を受けている健康管理センター職

員やゼミナール担当教員へ支援を行っている。また、健康管理センターのホームページの内容を

充実させ、健康管理センターの利用に関する情報提供をすることで学生の相談件数も増えている。 

 図書館では、司書を配置してレファレンス・サービスを行うなどして学生の学修支援を行って

いる。また、入学後に専攻単位で図書館へ案内し利用方法を説明している。学生の学修意欲向上

のために、専攻ごとに図書館蔵書の書籍を募集し、選定して購入している。また、学生の能動的

な学修（アクティブラーニング）や研究活動に対応できるようラーニングコモンズを整備してい

る。ラーニングコモンズは、目的に合わせて２つのエリアを設定している。１階はコミュニケー

ションエリアとして講義やゼミナールに利用できる。２階はミーティングエリアとして、学生同

士が少人数でミーティングやプレゼンテーションのリハーサル、グループワークを行うためのス

ペースとして利用できるなど学生の利便性の向上に努めている。 

学部および大学院国際学研究科では留学生を受け入れており、留学生支援のために留学

生教育支援センターを置き、教職員が連携して生活支援・学業支援を行っている。また、

本学の教育目標を達成するために学生自らが海外生活を送り、異文化を体験することが重

要と考え、海外留学支援制度（SOP）を導入している。海外への関心と充実した学びをサポ

ートするために大学が支援金を与え、留学による単位の取得を可能とすることにより４年

間で卒業が可能になる。令和６（2024）年度の一般学生の留学派遣については、カナダ・

シェリダン・鈴鹿大学語学留学生が１名であった。（１年間休学しての留学） 

学習成果の獲得状況は、量的・質的データの一つである授業評価アンケートの評価結果を

担当教員が確認し、自身の授業について振り返り、改善に向けたコメントを残している。特

に質的な方法で実施しているインタビュー調査では、有益な情報が得られ、次年度の授業改

善が期待される。また、来年度に向けて前述したデータをもとに研修会が開催され、教員間

で学習支援の方策について議論した。 

また、編入生についても、入学後にゼミナール担任教員を配置し、履修指導、生活指導、

進路指導等をはじめ、きめ細やかなサポートを行っている。 

基礎学力が不足する学生や進度の遅い学生に対し補修授業等を行っている。 

 特に留学生の日本語教育において、日本語プレスメントテストの成績下位のクラスを対象

に正規の講義の続きの１コマを使い、補習授業をおこなっている。また、同様に留学生を対

象として、大学から送られてくるメールの確認や各講義における事前・事後課題に取り組む

時間を設定している。 

進度の速い学生や優秀な学生に対する学習上の配慮や学習支援を行っている。 

 優秀な学生に対する学習上の配慮の一つとして、GPA が 2.80 以上の学生に対しては、通

常の履修単位制限の上限が 22単位であるに対して、24単位までの履修を認めることとして

いる。但し、認める場合にも担当教員との面談の下、学修状況において過度な負担が生じな

いようにしている。 
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［区分 基準Ⅱ-D-2 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。］ 

＜現状＞ 

学生支援の組織については、教員においては学生・キャリア支援委員会を中心に、職員に

おいては学生・キャリア支援課員を中心として相互に協力、連携しながら、日常の学生生活

及び各種学生団体の活動をサポートしている。学生・キャリア支援委員会及び学生・キャリ

ア支援課は、在学生の大学生活満足度向上を目的として、令和４（2022）年度より再編され

た組織である。また、学生のこころやからだの健康管理については、健康管理センターの看

護師、養護教諭及び公認心理師や学校心理士等の資格保持教員、臨床心理士を通してサポー

トを行っている。学生・キャリア支援委員会は、大学及び短期大学部の教員複数名と学生・

キャリア支援課長および学生・キャリア支援課員で構成し、学生の生活面やキャリア支援に

関する各種審議を行い、審議結果を教授会に提出し、教授会での承認を得た後、ゼミナール

担当教員、学生・キャリア支援課員が指導・助言を行っている。また、編入生についても、

入学後にゼミナール担任教員を配置し、履修指導、生活指導、進路指導等をはじめ、きめ細

やかなサポートを行っている。 

教職教育センターも平成 28（2016）年度から設置し、教職課程に関する統括的センターと

して、学生への教員採用試験合格に向けた指導を大学及び短期大学部の教員と連携して行っ

ている。特に、令和４（2022）年度からＤ棟１階に教職教育センターが管理する教室を設置

し、教員採用試験対策のための資料の閲覧場所や学習会等の開催場所を確保することで教員

採用試験に向けたサポートを行っている。 

学生・キャリア支援委員会では、学生会活動やクラブ・同好会活動など、学生が参画する

活動について、学生と連携を取りながら対応していく体制を取っている。令和６（2024）年

度の大学祭では、大学祭実行委員会が企画したステージ企画や各ゼミ・クラブ等が実施した

企画展や模擬店が多数出展し、1,900人を超える来場者があった。 

強化クラブは硬式野球部、女子バレーボール部、陸上競技部、ウエイトリフティング部、

水球部、女子ソフトボール部があり、学生が活発に活動して、積極的に対外試合などにも参

加している。学生・キャリア支援課は、それを支援している。強化クラブ以外でも、さくら

茶道部、こどもボランティア部等が自主的に活動している。自主的に学生自らが活動する気

運が高まって来ているが、今後も教職員が学生をサポートしながら、学生の課外活動を充実

させていくことが課題である。 

学生の休息のための施設・空間として、学生食堂と売店がＤ棟２階にあるほか、学生が集

う場所として学生ホール（Ｅ棟）、ホール（Ｄ棟１階、Ｂ棟１階）やラウンジ（Ｂ棟１階、

Ｃ棟２階・３階）が活用されている。 

下宿・アパートなどの宿舎については、学生・キャリア支援課において近隣のアパートな

どの情報をまとめて新入生に斡旋できる体制にある。また三重県と「鈴鹿大学及び鈴鹿大学

短期大学部への三重県営住宅の提供に関する協定書」を結び、千里ヶ丘団地の住宅を学生が

利用できるようにしている。 

 本学までの最寄りの近鉄千里駅からは２km 程度あり、公共交通機関の路線バスの便も悪

いため、無料のスクールバスを運行している。運行本数の限度はあるが、学生の授業時間に

合わせて運行している。スクールバスについての課題は、学生が利用する電車発着に合わせ
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て、一層のバス運行スケジュールの検討および学生が集中する曜日、時間を把握し、増便運

行を柔軟に対応するところにある。なお、自転車や自家用車で通学する学生のために、敷地

には駐輪場と駐車場を設置しており、学生・キャリア支援課に駐車・駐輪許可願を提出して、

交通安全講習会を受講した学生のみ利用できるようにしている。 

奨学金制度は、一般的な日本学生支援機構奨学金制度と独自の奨学生制度がある。日本学

生支援機構及び学外の各種奨学金制度については、学生・キャリア支援課を窓口として、学

生に周知するとともに、受給申請手続きの指導を行っている。 

学内の奨学生制度としては、特別奨学生制度、スポーツ活動優秀奨学生制度および外国人

留学生授業料等減免制度がある。特別奨学生制度では、学業成績が優秀で学力・人物ともに

優れている者について、授業料の全額または半額が支給される。スポーツ活動優秀奨学生制

度は、強化クラブに所属する学生で、特に優秀な競技成績を有する者に対し、経済的負担を

軽減し、競技と学業の両立ができるよう、授業料減免制度を設けている。国の修学支援新制

度についても、学内外で個別に入試相談を行う際など、経済的理由があっても学びを発展さ

せていけるよう、制度のあり方から手続きまで支援する体制をとっている。外国人留学生授

業料等減免制度では、在籍する私費外国人留学生に対し、経済的負担を軽減することにより

学業を成就させることが目的である。また、学納金の窓口である総務・財務課では、経済的

に困難な家庭の学生に対して、延納、分納の制度を設け、学生が計画的な支払いを行いつつ

学業を継続できるよう支援を行っている。 

学生の健康管理（メンタルヘルスケアやカウンセリングを含む）については、学校保健安

全法に基づいて、例年４月に全学生を対象に健康診断を実施している。健診結果はゼミナー

ル担当教員から個別に直接手渡し、精密検査や経過観察が必要な学生に対し指導している。

健康管理センターには常勤の看護師を配置し、公認心理師・学校心理士等の資格保持教員と

連携して学生のこころとからだについての相談を実施している。令和４（2022）年度 10 月

からは、学生相談体制の充実を図るため、外部の臨床心理士を雇用し、多様な専門性をもつ

担当者によるチームでの学生相談体制の確立を進めている。障がい学生支援については、年

度当初及び後期の授業開始前に全学生に申請の流れを記載した案内を提示し、学生に不利益

が生じないよう努めている。合理的配慮申請が提出された学生については、公認心理師・学

校心理士等の資格保持教員が面談を行い、健康管理センター会議、学部教授会での審議を経

て必要な配慮について検討し、合理的配慮の内容を授業担当者へ周知・依頼するという体制

を整えた上で、セメスターごとに合理的配慮の継続の可否、内容の変更について、学生自身

に確認している。令和６（2024）年度は、教職員を対象とした FD・SD 研修会を昨年度に引

き続き実施し、教職員への啓発を行った。また、健康診断後の精密検査の呼びかけや、新型

コロナウイルス感染症対策、インフルエンザ、麻疹などの一般的な感染症も含め、その予防

対策について健康管理センター会議で議論し、学生、教職員への情報提供と注意喚起を行っ

ている。さらに全学生に対する健康増進の働きかけを行っている。 

また、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき衛生委員会を設置し、大学

における労働災害防止、教職員の健康・安全の確保及び快適な職場環境の形成に努めている。 

学生からの意見や要望の聴取については、オピニオンボイス（投書箱）を Web上に設置し

ている。この案内については、キャンパスガイド 2024にも明記し、QRコードからアクセス

できるように案内している。オピニオンボイス（投書箱）は学生・キャリア支援課職員が毎
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週定期的に回収し、提出された意見や要望を学生・キャリア支援課で確認してから、回答し

ている。学生満足度向上のため教員との検討が必要なものについては、各教員と職員で検討

を行い、回答している。また改善が必要な案件については、関係部署と連携して対処するよ

う努めている。 

留学生の学習については、大学において開設されている日本語科目を通して、日本語教育

を専門とする教員が担当して行っている他、初年次教育においても日本人学生と学び合いな

がらアカデミックジャパニーズを習得できるよう授業のデザインを行っている。 

留学生のため、学生・キャリア支援課内に留学生教育支援センターをおき、留学生の学習

と生活を支援している。学習支援としては、社会人への移行支援として日本語能力試験の対

策講座をカリキュラム外のサービスラーニングとして提供し、日本語の運用能力が不十分で

あると思われる学生、日本語の資格取得を目指す学生の支援を行った。生活支援としては、

毎月留学生の在籍情報を確認し、長期休暇前には全留学生を対象とした説明会を開催してい

る。 

社会人学生の学習については、個々の諸事情に合わせた対応を行っている。履修指導につ

いてはゼミナール担当教員や教務課職員が行っている。 

学内のバリアフリー化として、主だった場所にはエレベーターとスロープを設置している。

車椅子での使用が可能なトイレも設置している。令和３（2021）年度には、学内のトイレの

改修工事を実施し、これまで以上の衛生的な環境を整えた。 

職業を有している等の事情により、４年間の修業期間を計画的に延長して履修を希望する

学生に、長期履修制度を設置している。期間は、６年以内とし在学期間は 10 年を超えるこ

とができない。 

学生のボランティア活動については、地域からのボランティア活動の要請も増えつつあっ

たこともあり、ボランティアサークルなどのクラブ活動が積極的に行われた。また、本学が

指定するボランティア活動や学生個人により申請を行ったボランティア活動に、規程に定め

た時間を参加することにより、単位が認定される仕組みを整えている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-D-3 進路支援を組織的に行っている。］ 

＜現状＞ 

学生・キャリア支援委員会および学生・キャリア支援課は、在学生の大学生活満足度向上

を目的として、令和４（2022）年度より再編された組織である。就職や進学などの学生の進

路に関することは、大学にとって重要なことである。就職活動の開始が遅れないように、よ

り一層緊密に、学生・キャリア支援課と教員および他組織と連携して、就職率 100％を目指

して学生の進路支援に取り組んでいる。大学全体としては、キャリア教育に関する科目を開

講しており、「社会人」とは何か、その基礎的理解と自己分析を試みるなど、社会人基礎力

の到達度を振り返り、将来の社会人のイメージを構築する。その中で、自己アピールの方法

など自己分析も行う。また、学内では令和５（2023）年度を上回る企業説明会やインターン

シップを実施した。特に留学生の就職率向上に向け、積極的に学内での企業説明会実施など

に努めた。 

こども教育学部では、教職教育センターと連携を行い教員採用試験対策講座や模試を実施



54 

 

し、学生の教員採用試験対策を行っている。また、教育委員会職員を招聘した教員採用説明

会などを実施し、学生への情報提供や意識の高揚を支援している。 

就職支援に活用する施設として個人指導用の支援ルームを設置し、就職相談、履歴書添削

と指導及び面接指導を行っている。近年では、WEB 面接が増加していることから、支援ルー

ムからの WEB面接指導も実施している。 

教職教育センター室の整備を行い、教員採用試験にかかる相談、応募書類の添削と指導及

び面接指導を行っている。学生が活用できるよう教員採用試験等の関連資料を揃えている。 

また、希望する学生の自習室としてや教員採用試験や公務員採用試験を受験する学生が所

属するサークル鈴鹿教職研究会の活動場所として提供している。 

資格取得および就職試験対策等として、国際地域学部では、TOEIC合格にむけての支援を

行っている。また、留学生教育支援センターと連携して、日本語能力試験の受験に対するサ

ポートを行っている。その他、強化クラブ生を含めた希望学生に対し、スポーツ関連資格の

対策講座も実施し、合格率向上に努めている。こども教育学部では、公立教職員や公務員試

験受験希望者に対して、教職教育センターと連携して「教員採用試験対策講座」を実施して、

採用試験に備えたサポートを行っている。「教員採用試験対策講座」については、在学生は

もとより正規採用を目指す卒業生も対象とし、卒業後も継続的なサポートを実施している。 

学生・キャリア支援課と学生・キャリア支援委員会が中心になり、企業説明会の開催や就

職フェアなどの周知を行い、就職支援を行っている。留学生については、出身国別の就職支

援として、「ネパール留学生の就職支援講演会」と情報交換会を実施している。出身国別の

就職支援については、次年度以降、すべての留学生の出身国を網羅した計画を検討していく

予定である。国際地域学部およびこども教育学部、それぞれに卒業時の就職状況を分析・検

討し、その結果を学生の就職支援に活用している。令和４（2022）年度より新たに J-NET 就

職支援システム(求人 NAVI)を採用し、就職支援システムの活用推進向上に向け学生指導を

行っている。 

国際地域学部ではキャリア形成支援科目として、１年次に「キャリアデザインⅠ（前期）･

Ⅱ（後期）」を、２年次に「キャリアマネジメント（前期）」を必修科目として、１・２年

全学生に対し指導するようにした。この必修科目においては、一般学生、留学生それぞれに

特化した内容ができるようにクラス分けも工夫している。３年次に「キャリア教育Ⅲ」と「キ

ャリア教育Ⅳ」を設置している。 

こども教育学部では１年次に「キャリアデザインⅠ」、２年次に「キャリアデザインⅡ」、

３年次に「キャリアデザインⅢ」、４年次に「キャリアデザインⅣ」を設置して段階ごとの

キャリア教育を実施している。 

また、生涯を通じて持続的に就業し、豊かな人間形成と人生設計に資することを目的とし

て、学生・キャリア支援課内にキャリア相談コーナーを新設し、キャリア・ガイダンスで求

められる５分野「自己理解・自己分析」、「職業理解」、「啓発的経験」、「カウンセリン

グ」、「方策の実行」に加え、公務員試験対策講座、教員採用試験対策講座等の就職支援に

関する情報提供を段階的に実施している。具体的には全学１年次と２年次には「自己理解」

のためのジョブカードの「キャリア・プランシート」と「職業能力証明シート」の作成を通

して、早期から就職に向けての興味関心を持たせ、今後の進路支援に活用する。VPI職業興

味検査等のアセスメントツールを利用し、個々の職業適合性診断を行い、「自己理解」を深



55 

 

める。３年次には「職業理解」および「啓発的体験」として、大学独自の会社説明会を行い、

直接企業の人事担当者の話を聞く機会を設けている。また、OB・OGを大学に招き、実体験に

基づく経験談を聞く機会を設けている。教育プログラムとして提供するインターンシップと

は別に、企業が採用活動の一環として行うインターンシップ・職場見学・職場体験の支援を

積極的に行っている。３年次と４年次には、「カンセリング」および「方策の実行」につい

て、学生個人からの個別相談だけでなく、グループアプローチも取り入れたカウンセリング

（問題解決・自己実現の促進）を行い、進路選択や意思決定をサポートしている。これらの

個別相談・グループアプローチで意思決定したことを実行するようサポートもしている。４

年次には公務員試験対策講座、教員採用試験対策講座等について、教職教育センター等、他

部門との連携を図り、就職に必要な知識の修得、資格等の取得の支援を行っている。 

就職状況としては、国際地域学部では、一般学生は製造業（４人）、卸小売業（12人）、

サービス業（11人）、建設・不動産業（５人）、公務員（１人）などの業種に就職をしてお

り、幅広い業種に就いていることから、今後も学生のニーズを把握しながら、就職支援を行

っていく。留学生は、サービス業（６人）、製造業（５人）、卸小売業（12人）、建設・不

動産業（２人）、運輸業（６人）に就職しており、大学院等進学（１人）もある。就職先は

関東から西日本全般に点在しており、卒業後の卒業生の状況を追跡ができていないところも

多い。今後は地元に根付く、卒業生の排出を増やすことを目標に、地域の要請に応えられる

卒業生の輩出を常に考慮し、高等教育機関としての使命を果たしていくことが必要であると

考えており、地域社会で必要とされる人材育成のために、就職先からの能力評価についての

調査方法を改善し、継続することにより卒業生の現状を把握し続けることが必須である。 

留学生の就職については、日本語能力試験に合格していることが就職を有利にすることか

ら、今後も通常の就職支援に加えて、日本語能力試験合格のためにサポートを継続して行っ

ていく。留学生の場合、在留ビザの切り替えも重要なポイントであるため、学生本人の適正

に加え、留学生が日本で学んだ力を地元の企業に還元できるように考えたい。就職活動時か

ら本人と十分に話し合いを持ち、適性を見極めて就職先を決定していくことが大切である。 

こども教育学部では、教職教育センターと連携して教員採用試験対策に加えて、三重県教

育委員会や鈴鹿市教育委員会職員を招聘した採用試験や採用に係る説明会や外部講師を招

聘した教員採用試験対策講座などを実施している。 

就職状況としては、公立小学校教諭（２人）、公立小学校講師（３人）、私立保育園・幼

稚園（２人）、児童養護施設（５人）と教職員免許状等を活かした就職が多く、サービス業

（２人）、製造業（１人）、卸小売業（２人）、建設業（１人）、病院（１人）となってい

る。教員採用試験・公務員試験への就職サポートに加え、一般企業への就職についてもサポ

ートを継続して行っていく。 

留学については COC（地域連携）・国際交流センターを中心に案内を行っている。海外学

術協定校への留学を案内しており、国際地域学部は「海外研修Ⅰ～Ⅳ」（最大８単位）、こ

ども教育学部は「海外研修」（１単位）が科目として設定されている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援の課題＞ 

・ Ⅱ-D-1「学習成果の獲得に向けて教育資源の有効活用」 
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各学部で授業評価アンケートを定期的に実施しており、学生の授業評価を通じて授業改善

に取り組んでいる。アンケートで全学平均を下回っている内容については、教員同士で情報

共有する場を確保するなど、より良い授業運営を目指している。また、授業内では学生に対

してパソコン所有を必須化している。しかしながら、授業において使用を奨励しているもの

の、授業科目によりパソコン使用の差異がみられる。今後は、全ての科目において情報通信

機器の活用を推奨していき、学生の情報リテラシーを身に付けると同時に授業理解を深める

ことに役立てる。  

入学予定者には定期的に課題を提示しているが、回収率にはやや課題が残る。今後は、学

習の進捗状況を把握できるように考え、入学後の大学教育や学生指導に活かせるようにする。 

・ Ⅱ-D-2「学習成果の獲得に向けた学習支援」 

学習成果の獲得に向けた学習支援の課題として、以下２点が考えられる。第１に学習成果

の向上を目的とした入学前教育の展開のあり方である。遠隔（オンライン）を利用した基礎

学力を目的として全新入生を対象に実施をしているが、課題の提出等を含めた参加する新入

生の強制力と効果検証が不十分であると考えられるためである。課題への取り組み、提出を

促進するため、課題の分量や提示方法、支援体制のあり方について、さらなる検討が求めら

れる。第２に、入学後のオリエンテーションの効果的な実施のあり方である。学習の仕方・

学生生活の充実に向けたアドバイス、動機付教育の基礎（各学部の学びに対する教育目標）、

個人面談と学生の学習に対する思考力向上等、更なる検証と PDCAへの取組が要求される。 

・ Ⅱ-D-3「学習成果の獲得に向けた生活支援」 

学生の生活支援に向けた課題としては以下３点が考えられる。第１に、学生会活動やクラ

ブ・同好会活動など、学生が参画する活動の活性化である。正課内教育の学習成果に加え課

外活動を通したコミュニケーション能力の向上や人材育成等に向け、学生と教職員の連携を

強化していく必要がある。第２は、学生食堂や売店、学生ホールの開放などキャンパス・ア

メニティのさらなる充実およびスクールバスの時間設定や増便など、通学の利便性の向上で

ある。そのため、学生生活を充実させるための学生満足度調査の実施及び検証、対策の立案・

実施を組織的に確立する必要性がある。学生が学内で快適な学生生活を送れるような対策を

検討する必要がある。第３に、就学支援を目的とした奨学費制度の支給方法等の充実に向け

た改革が必要である。経済的に困窮する学生が安心して学修に取り組めるよう、支援体制を

整備することが求められる。 

・ Ⅱ-D-4「進路支援」 

進路支援の課題として、以下が考えられる。第１に、就職率 100％を目指すためには、就

職へのモチベーションを上げるように努めること、新規の就職先の開拓、就職希望先との連

携、保護者との連携など、大学、就職先、保護者が互いに協力して、引き続き学生の就職支

援ができる環境を整えていくことが求められる。また、各学部で取得できる資格を可視化し、

具体的な進路先を説明していくことが授業理解を深めることにも繋がる。 

第２に、就職支援システムを効果的に活用することである。キャリア支援の課題は、学生

の就職活動の状況が可視化されていないことである。そこで、学生・キャリア支援課と教員

が連携をしながら、「J-NET就職支援システム(求人 NAVI)」を活用して、就職支援システム

の運用を進めている。このシステムを活用することで学生の就職活動の状況を把握したり、

関心のある企業を検索したりするなど就職活動をサポートすることが可能となった。これま



57 

 

で各人で管理していた情報を共有管理し、組織的な進路支援体制を構築していくことが求め

られる。今後はこれまで以上に各学部と学生・キャリア支援課が連携して学生の進路支援を

実施していく体制が望まれる。 

第３に、留学生への進路支援の充実である。令和６（2024）年度は、留学生受け入れ可能

な企業を招き、大学での企業説明会を年３回実施するなど、積極的に実施し、留学生の参加

率も向上した。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援の特記事項＞ 

特になし 
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＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

1 ３ポリシーの構築 

３つのポリシーの構築については、令和６（2024）年度に大学・大学院国際学研究科で見

直しを実施した。記載についても、学生に理解しやすいことを意識して変更を行った。 

2 就職支援 

就職支援は、学生・キャリア支援課を中心に学生・キャリア支援課職員と各学部学科の教

員が協力体制を構築し行っている。社会人として必須の基礎的能力を習得することを目的に

キャリア形成支援科目を必修化し、キャリア教育に関する講義が開講されている。また、学

生・キャリア支援課員によって、定期的な面談を行ったり、相談を受け付けたりするなど、

希望する学生には面談等を随時実施している。 

遠隔地の WEB面接も定着したことから、WEB面接と対面での面接を並行して指導した。就

職活動の開始が遅れた学生、活動意欲の乏しい学生も一定数いた。今後は更に学生・キャリ

ア支援課員やゼミナール担当教員との情報共有体制のシステムを強化し就職支援を充実さ

せる。 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

1 ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）の構築 

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）の構築については、学生に理解しやすく、社会が

求める人材像を見直し、変更を実施した。開講科目についても、学生が身につけてほしい力

や内容及び評価基準や方法について、よりわかりやすくルーブリックで示し、学生自身が努

力すべき方向を示した。例年実施している学生による授業評価アンケートの項目も見直し、

回収率を向上させるため、FD・SD推進部会を中心に検討し、授業内で十分な呼びかけを行う

など、回収率上昇のための取組を実施した。 

2 情報通信機器の利用と情報共有 

授業内での情報通信機器の活用については、教員の研修会を実施するなど、活用方法の情

報提供を行うとともに、教員それぞれが授業内で使用できるよう授業内容の検討を行った。

新入生オリエンテーション時や定期的な個人面談実施時に、きめ細やかな指導ができるよう

に入学前課題の取組状況や成績などのデータを活用した。入学前課題については、入学時の

面談に使えるよう、教員間での情報共有を進めた。また学期ごとに情報通信機器を利用し、

学びの振り返りについて実施した。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づき教員を配置している。］ 

＜現状＞ 

専任教員の職位は、鈴鹿大学教員選考規程に基づき、厳正に資格審査を行っている。学位、

教育実績、研究業績、制作物発表、そのほかの経歴など、大学設置基準第 23条から第 26条

までの規定を充足している。教員の採用・昇任については、学校法人享栄学園職員採用規程

（提出資料-規程集３-07）および鈴鹿大学教員選考規程に基づいて採用および昇任を判定し

ている。また、鈴鹿大学教員選考規程第９条の規定に基づき、教員資格審査委員会を立ち上

げ、厳正に候補者の審査を行い、審査の経過および結果を教授会に提出している。 

教員組織は、鈴鹿大学学則第 11 条により、学長、副学長、学長補佐、学部長、教授、准

教授、講師、助教、助手、事務職員及びその他必要な職員を置くと定めており、カリキュラ

ム・ポリシー（教育課程方針）に基づき専任教員を適正に配置している。 

令和６（2024）年度の専任教員数は、国際地域学部では、教授 11 人、准教授４人、講師

１人および助教６人の合計 22人（大学設置基準上必要とする専任教員数 14人（うち教授７

人））、こども教育学部では、教授８人、准教授４人、講師１人および助教２人の合計 15人

（大学設置基準上必要とする専任教員数 10 人（うち教授５人））である。また、大学全体

の入学定員に応じ定める専任教員数は、大学設置基準上必要とする専任教員数 11 人（うち

教授６人）である。よって、大学設置基準に定める大学全体の必要専任教員数は 35 人（う

ち教授 18 人）であり、本学は、専任教員 37 人（教授 19 人、准教授８人、講師２人および

助教８人）のため、大学設置基準に定める専任教員数は充足している。 

こども教育学部は、大学設置基準の定めのほか、小学校教諭一種免許状、養護教諭一種免

許状、中学校・高等学校教諭一種免許状（保健）、幼稚園教諭一種免許状および保育士証の

取得に対応するために、各関係法令に基づいて教職員を配置している。また、非常勤教員（兼

任・兼担）についても、鈴鹿大学教員選考規程に基づき採用し、カリキュラム・ポリシー（教

育課程方針）に従って配置しており、令和６（2024）年度は非常勤講師 19 人（５月１日現

在の数）である。 

以上のように本学では、教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 教員は、教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動を行って

いる。］ 

＜現状＞ 

専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席など）は、教育活動に支障の

ない範囲で、取組を行うよう指示している。教員の主な研究業績・所属学会は、ウェブサ

イトの教員紹介ページに掲載しているほか、詳細な研究業績はリサーチマップ

(https://researchmap.jp/)にて公開している。 

専任教員が獲得している外部研究費などは、科学研究費補助金等外部研究資金獲得状況一

様式 7－基準Ⅲ 
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覧表のとおりである。そのうち、科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）は、令和

６（2024）年度はは分担協力も含め、採択されなかった。科学研究費等公的資金に関して学

校法人享栄学園公的研究費運営管理規程および学校法人享栄学園科学研究費補助金取扱規

程により定めており、総務・財務課が適切に管理運営している。 

専任教員が研究成果を発表する機会としては、鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部紀要および

教職教育センター紀要を毎年発行している。紀要の投稿については、鈴鹿大学・鈴鹿大学短

期大学部紀要投稿・編集規程に基づき行っている。 

研究推進センターの主催で、水曜日の午後の時間を有効活用して、以下のように６回学術

研究会を開催した。研究推進センターは、各教員の研究活動を間接的に援助する目途で、従

来の学内に存在した研究に関する個別機関を統合し、令和４（2022）年度から新規に設立し

たものである。 

開催場所はいずれも第一会議室で、16：30から 18：00の時間に開催、各回ともに本学教

員、大学生・大学院生及び地域住民の出席をえて、発表者による発表後に、活発な質疑応答

がおこなわれた。  

第１回 ６月 19日（水） 

井上 剛男（短期大学部 助教） 

「短大卒女性に関するキャリア傾向について」 

第２回 ７月 17日（水）  

竹野 富之（国際地域学部 助教） 

「三重県と愛知県におけるハラール給食の定着に向けた取り組みとその課題」 

第３回 11月 20日（水） 

冨本 真理子（国際地域学部 教授） 

「市民が主体の観光サービス」 

第４回 １月 15日（水） 

真下 賢一（こども教育学部 准教授）  

「国際彫刻神父自有無における多様性」 

 

すべての専任教員には、オフィスアワーなどを行うにも十分な広さがあり、研究を行う研

究室を確保している。専任教員には、基本的に週１日の研究や研修などを行う時間を確保し

ている。また、学校法人享栄学園担当授業時間数及び軽減措置に関する規程を定めており、

授業時間数が偏らないように配慮している。 

FD・SD活動は、鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 FD・SD推進部会規程に基づき、全教職員

参加による研修会を実施している。 

学生による授業評価アンケートを、前期・後期とも１回ずつ実施しており、その結果は学

内に公表し、各担当教員の授業内容などの見直しの指標としている。 

専攻の専任教員は、学習成果を向上させるために大学・短期大学部で設置している各委員

会にそれぞれ１人以上は所属するように構成しており、情報共有を徹底し、教員・職員間で

の意思疎通を図っている。 

学部についての教員組織は確立しているが、状況に応じて各種委員会の改編に取り組む。
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専任教員は、大学設置基準を満たし、鈴鹿大学教員選考規程により昇任人事が行われ、全教

員が適切な職位に就いているため問題はない。また、教育・学習効果を考慮し、科目群に応

じて専任教員と非常勤教員を配置しているため、学習効果にも問題はない。 

以上のように本学では、教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動を整備してい

る。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果の獲得が向上するよう事務職員等を配置している。］ 

＜現状＞ 

事務局の組織体制は、学校法人享栄学園組織規程において、職制および事務分掌を規定す

るほか、事務をつかさどるため、学校法人享栄学園文書・表簿取扱規程、学校法人享栄学園

公印取扱規程、学校法人享栄学園稟議規程、学校法人享栄学園経理規程、学校法人享栄学園

資産運用規程などの規程を整備し、職員はそれぞれ専門的な職能を有していて責任体制は明

確である。講義関係は教務課が、学生・キャリア支援課は、さまざまな相談や支援に対しサ

ポートをしており、就職に関する事務も行っている。事務局の構成は、総務・財務課、教務

課、学生・キャリア支援課、入試広報課、図書館事務課の５部門で行っている。 

事務の業務執行にあたっては、学校法人享栄学園稟議規程に基づき稟議決裁処理をとって

から執行している。事務をつかさどる専門的な職能については、学園全体への貢献を考え行

動する事を念頭におき、業務への専門性を向上し、課全体で連携をとり行っている。職員に

年度始めに自己目標を立てさせ、年度途中で自身の業務に対する向き合い方について、課長

との面談、事務局長との面談を繰り返し意識の向上を目指している。物品購入も総務・財務

課が統括し、購入しており、事務に必要な文具、備品管理も適切に行っている。 

教員の研究活動については、先の基準Ⅲ-A-2に記載したとおり、科学研究費助成事業に５

名が採択されている。研究推進センターで教員同士科学研究費助成事業獲得に向けて研究環

境作りに努めており、年々採択される教員数は増加している。学校法人享栄学園研究費規程

を改正し、業績によって個人研究費の金額に段階を定めた。教員の研究室については、現状

設備で教育・研究や学生指導するにあたり、問題はない。 

FD・SD 活動について、部会で研修会を企画し、教職員全員が参加するよう努めている。

FD・SD活動としては５回開催した。 令和６（2024）年度に行った研修会は、以下のとおり

である。 

 

【研修会開催一覧】 

開催日 内容 対象 

令和６年８月 28 日 
ファシリテーションの理論と技法～構成的グループエンカ

ウンター（ＳＧＥ）を通して考える～ 
教職員 

令和６年９月 26 日 
伝わりやすい日本語コミュニケーション～教育ユニバーサ

ルデザインの観点から～ 
教職員 
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令和６年 12 月 19 日 
障害学生支援の基礎知識―「障害」の捉え方と「合理的配

慮」の理解を中心に― 
教職員 

  

 学内研修会のほか、FD・SD委員会から学外研修会の情報提供しており、それぞれ参加し、

教学・業務等資質向上に努めている。 

以上のように本学では、学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 学習成果の獲得に向けて、教職員の役割や責任を規定している。］ 

＜現状＞ 

学生は、入学時及び各学期開始時に教務課及び教務委員会によるオリエンテーションに参

加することにより、各自の単位修得状況及び今後の履修計画について、ゼミナール担当教員

との相談の上、実行していく。また、科目担当教員はシラバス及び成績評価ルーブリックを

学生に提示することによって、担当科目がディプロマ・ポリシーのどこに位置付けられてお

り、科目履修・単位修得によりどのような学習成果を獲得できるかを示している。教務課に

おいては、科目担当教員の成績評価を集約し、成績通知を学生に提示している。今後はこれ

らを明文化していくことが課題となっている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-5 教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上するよう組織的な研

修を実施している。］ 

＜現状＞ 

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部 FD・SD 推進委員会規程に基づき、授業方法・教育課程の

改善に向け、FD・SD推進部会が組織的・継続的に検討を行い、授業改善や学生支援の質の向

上に向け取り組んでいる。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-6 労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。］ 

＜現状＞ 

教職員の就業に関する規程は、学校法人享栄学園専任職員就業規則、学校法人享栄学園常

勤職員就業規則、学校法人享栄学園無期常勤職員就業規則、学校法人享栄学園非常勤職員就

業規則および学校法人享栄学園無期非常勤職員就業規則をそれぞれ制定しこれに基づいて

運用を行っている。 

教職員の給与に関する規程は、学校法人享栄学園専任教員給与規程、学校法人享栄学園専

任事務職員給与規程、学校法人享栄学園任期付教員の任用及び給与に関する規程、学校法人

享栄学園常勤助手給与規程、学校法人享栄学園常勤事務職員給与規程、学校法人享栄学園非

常勤講師給与規程および学校法人享栄学園非常勤事務職員給与規程である。 

採用については、学校法人享栄学園採用規程を制定しており、これに基づき運用している。 

学校法人享栄学園規程集は、グループウェア（Google Workspace）上で常時閲覧可能であ
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る。規程の改定に当たっては、総務・財務課から電子メールで教職員へ通知し、遺漏のない

よう周知し、就業規則の変更については、過半数代表者へ説明の上、労働基準監督署へ届出

ている。 

職員の超過勤務について、時間外勤務時間管理表を事前に提出し、各課長、事務局長の決

裁を得た上で許可している。なお、教職員ともに出勤の管理は、出勤簿の押印により管理し

ており、毎昼休みに出勤簿の点検を行っている。 

以上のように本学では、労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に

行っている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 

事務組織の責任体制および職員の人事管理については、大学を取り巻く環境の変化に的確

に対応し、持続的に発展するためには、将来大学運営を担う若手職員の計画的な採用・育成

が不可欠と認識している。そのために若手職員の資質・能力の向上を組織的に課題と認識し、

取り組む必要がある。若手職員が、主体的に学び成長する環境を整備し、大学全体の教育・

研究活動や学生支援に還元できる人材を育成する。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づき校地、校舎、施設設備、その他の

物的資源を整備、活用している。］ 

＜現状＞ 

本学キャンパスは、併設の鈴鹿大学短期大学部と同一のキャンパス内に設置されており、

校地は、大学、短期大学部との共用部分と大学専用の部分とがある。校地面積は、82,456㎡

（短期大学部との共用部分を含む。）であり、大学設置基準の 7,100㎡を満たしている。校

舎面積は、7,343㎡（短期大学部との共用部分を含む。）であり、大学設置基準に定める基

準校舎面積 5,982㎡以上を満たしている。 

運動場は、17,175㎡あり、体育の授業だけでなく、令和５（2023）年度に再創部された女

子ソフトボール部にも使用できるよう整備した。 

障がい者対応として、Ａ棟、Ｃ棟にエレベーター、車椅子対応トイレを設置、校舎はバリ

アフリー化されている。Ｃ棟１階に「みんなのトイレ」を設置し、性同一性障害に関する社

会生活上のさまざまな問題を抱えている学生が使用できるよう環境を整えている。新型コロ

ナウイルス感染症対策として、各講義室に消毒液を常備し、講義室内の換気を十分に行い、

感染防止対策を実施している。 

Ｃ棟には、教育課程に基づく授業を適切に行うための講義室・演習室・実習室を設けてい

る。実習室として、こども教育学専攻では、図工室、音楽室、ピアノ練習室を設けている。

特にピアノ練習室には、電子ピアノを置き、自主的に練習が出来る環境と整え、学生から要

望があれば教員が指導を行っている。 

学生の利便性を高めるため、学生用個人ロッカーを設置し、国際地域学部学生からの要望

により、教育後援会からＢ棟に個人ロッカーを寄付いただき設置することができ、学生の要

望にこたえることができた。 

図書館においては、開館時間は、午前８時 45 から午後６時である。原則平日のみ開館し

ており年間開館日は 225日である。閲覧座席数は、227席あり年間利用者数は 10,139人、一

日平均 45 人利用している。活字離れの現代において、利用者数を増やすため、毎月委員会

で検討し、「図書だより」の発行、図書館入口のスペースを利用し、最新の話題本等情報発

信を行っている。学生の自習空間を提供している。 

貸出状況は、令和６（2024）年度の貸出冊数は 1,445冊のうち学生への貸出冊数は 772冊

であった。本学から他大学への文献複写依頼数は 23 件であった。短期大学部との共用であ

るが、書庫スペースと閲覧室とを設置している。アクティブラーニングスペースとサイレン

トスペースに分かれているため、学生が自由に討論する空間と、自主学習する空間とに分か

れて行うことが可能である。授業用の領域別参考図書、関連図書を随時補充している。図書

の選定においては、附属図書館会議において選書を検討し、大学祭では古本のバザーを実施

し、バザーで得た収入で学生からのリクエスト本を購入している。 

 体育館においては、令和４（2022）年４月にリニューアル工事が完了した。体育館面積は、

1,745㎡あり、体育館内にあるミーティングルームは、講義や会議に使用することが可能で

あり、座学講義後、アリーナにて実践動作等を確認することができ、教員・学生に好評であ

る。アリーナには観覧席（約 120席）あり、地域住民賃借可能と周知している。地域のイベ
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ント等が開催される際には、強化クラブ生が積極的に参加し地域住民との交流も盛んに行わ

れている。同時に体育館 LAN工事を行いオンライン授業環境も整えている。また全館トイレ

リニューアルも行い、特に C棟１階に設置されている女性用トイレ（パウダールームの新設）

においては他大学に無い本学独自のデザイン（鈴鹿市伝統産業伊勢型紙にて本学独自の「唐

草華」文様と鈴鹿市の花「サツキ」）が施されており、学生にも好評である。学生・キャリ

ア支援課に個別面談等幅広く利用できるスチール間仕切りを設置し、キャリア相談ができる

体制を整えている。 

 学内のネットワーク環境についても改善を行い、回線速度をこれまでの１Gbpsから

10Gbpsへ引き上げ、ほぼすべての校内において Wi-Fiを使用できる環境を整備した。さら

に Google Workspaceを中心としたシステムを導入することにより、電子メールやオンライ

ン授業等の充実が図られ、学生にとってより良い環境で学修ができている。 

以上のように本学では、教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、

その他の物的資源を整備、活用している。 

 

【各教室の備品】 

建

物

名 

面積 階 教室名 
定員 

(人) 

黒
板 

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド 

投
影
対
応
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド 

液
晶
モ
ニ
タ
ー 

ス
ク
リ
ー
ン 

D
VD

プ
レ
イ
ヤ
ー 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

L
A
N 

マ
イ
ク 

Ａ

棟 
264.84 ㎡ 

２ 演習室 A201 28   ○ ○  ○ ○ ○  

２ 演習室 A202 14     ○   ○  

２ 演習室 A203 14  ○      ○  

２ 演習室 A204 28   ○   ○ ○ ○  

２ 演習室 A205 28   ○ ○  ○ ○ ○  

２ 演習室 A206 14  ○      ○  

２ 演習室 A207 14 ○    ○   ○  

２ 演習室 A208 14  ○      ○  

２ 演習室 A209 14  ○      ○  

Ｂ

棟 
246.06 ㎡ 

１ 講義室 B101 60 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１ 講義室 B102 60 ○    ○ ○ ○ ○ ○ 

１ 講義室 B103 38 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｂ

棟 
636.51 ㎡ 

２ 講義室 B201 54 ○ ○  ○  ○  ○ ○ 

２ 講義室 B202 30  ○     ○ ○  

２ オープンルーム 12  ○      ○  

２ 講義室 B204 156 ○    ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 講義室 B205 156 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ 
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Ｂ

棟 
666.00 ㎡ 

３ 講義室 B301 200 ○    ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
講義室 B302 44   ○   ○ ○ ○ 

有

線 

３ 
講義室 B303 44   ○   ○ ○ ○ 

有

線 

３ 講義室 B304 224     ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｃ

棟 
428.76 ㎡ 

１ ランチルーム 119  ○      ○ ○ 

１ 計画室 12        ○  

１ 栄養指導室 40  ○   ○   ○  

１ 準備室 13     ○   ○  

１ 調理学実習室 54  ○      ○ ○ 

Ｃ

棟 
466.72 ㎡ 

２ 保健実習室 36  ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 
看護実習室 46  ○  ○  ○  ○ 

有

線 

２ 図工室 72  ○   ○ ○ ○ ○  

２ 実習室 56  ○  ○  ○  ○  

２ 音楽室 25  ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｃ

棟 
181.91 ㎡ 

３ 精密機器室 15  ○      ○  

３ 栄養化学実験室 51  ○      ○ ○ 

Ｆ

棟 
801.64 ㎡ 

１ 図書館 閲覧室 195  ○     ○ ○  

２ 図書館 閲覧室 16        ○  

２ 
ラーニングコモ

ンズ 
20  ○  ○  ○  ○  

Ｇ

棟 
86.38 ㎡ １ 国際文化ホール 256 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｉ

棟 
379.49 ㎡ 

１ 模擬保健室 40    ○    ○  

１ 養護講義室 30  ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

１ プレイルーム 40  ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

 

【コース・専攻別の主な備品】 

・こども教育学部、短期大学部こども学専攻 

品名 数量 品名 数量 

グランドピアノ 3 バランス測定器 1 

アップライトピアノ 8 木製乗用ラビット 1 

電子ピアノ 52 木製乗用ポニー 1 

トーンチャイム 1 動物ハンドパペット・5 体セット 1 

ハンドベル 1 なかよしパペット（4 体セット） 1 

ミュージックパッド 1 第 1 恩物（六球） 1 
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ツリーチャイム 1 第 2 恩物（三体） 1 

グロッケン 1 第 3～6 恩物（積木） 4 

マリンバ 3 第 7～10 恩物セット 1 

太鼓（大・中・小） 15 六色 3 体（準恩物） 1 

和太鼓 1 プレイルームマット 9 

すべり止め幼児用マット 2 ままごと一式 1 

幼児用ウレタンハイマット 2 絵本スタンド 1 

カラー跳び箱 3 絵本だな 1 

ロイター式跳躍板 3 木製折りたたみテーブル 1 

ジャンプボード 3 エアーテーブル 8 

幼児用カラー平均台 4 キンダーチェアー 24 

ホームジャンピング 10 なかよしベンチ 8 

鉄棒 4 キッズベンチ 6 

パラバルーン 2 AED リトルアン 3 

玉入れカゴ 4 ベッド型乳児用身長計 1 

カラー玉セット 5 哺乳瓶殺菌乾燥保管庫 1 

カラーコーン 20 デジタルベビー身長体重計 1 

コーンウエイト 20 乳児用ベッド型身長計 1 

カラースポット（アカバネ） 4 身長・座高計 1 

ミニコーン 4 体重計 1 

ロープ（50m 分） 1 オージオメーター 6 

ロープ巻き取り器 1 カード式視力計 8 

キャタピラ 4 ベビースケール 1 

チームジャンプ 8 ベビーベッド 1 

わなげ・公式わなげ用リング 3 スタンド式手洗いチェッカー 5 

ボールプール用ボール 10 オムツ交換台 1 

ボールプール 10 角形 1 折りたたみおむつ交換マット 1 

幼児の体力評価システム 25ｍ走タイマー 1   

 

・こども教育学部 

品名 数量 品名 数量 

授業用機器 120 インチ電動スクリーン 3 ピアノ等 サイレントピアノ 1 

電子ピアノ関係 クラビノーバ 26 積み木 スーパーフォーミング DX 1 

ピアノ等 アップライトピアノ 1 防音設備 アビテックス フリータイプ 1 

防音設備 アビテックス 1 デジタルサイネージ（電子ポスター） 2 

バランス-1 閉開眼片足立測定器１人用 1 グランドピアノ C7X 1 

バランス-3 閉開眼片足立測定器３人用 1   

ベッド（KA-500 ｼﾘｰｽﾞ） 8 健康モニタリング装置 1 
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万能型成人実習モデル 八重 5 血管年齢計 1 

小児看護実習モデル まあちゃん Ｂ型 1 オートクレーブ HS-200Ⅱ（高圧蒸気滅菌

装置） 

1 

経管栄養シミュレーター 1 心理検査 日本版 K-ABCⅡ基本セット（専用

バッグ付） 

1 

経管栄養ポンプ＆注入セット 1 授業用機器 55V 型液晶ディスプレイ 1 

外傷模型キット 1 授業用機器 120 インチ電動スクリーン 2 

AEDT-2 レサシアン（心肺蘇生練習用人形） 2 オートクレーブ（高圧蒸気滅菌装置） 1 

レサシアンジュニア（心肺蘇生練習用人形） 1 超音波骨密度測定装置 1 

大人レサシアン 12 収納式ベッド 1 

大人レサシアニー 1 授業用機器 50Ｖ型マルチタッチディスプ

レイ 

1 

AED トレーナー 1 冷蔵庫 1 

小児実習モデル ５～６歳モデル リンゴち

ゃん 

5 胎児発育順序モデル 1 

小児実習モデル ７～10 カ月モデル マロ

ンちゃん 

5 上下ホワイトボード 2 

ストレッチャー 1 スタッキング丸椅子 24 

タオルスチームカート 1 机 折りたたみテーブル（幕板付） 12 

シャンプーコンポ：セリア（洗髪車） 1 椅子 ネスティングチェア 20 

胎児モデル ふうちゃん 1 机 折りたたみ式 一人用キャスター付 45 

子宮の中の胎児 ゆうちゃん 1 椅子 45 

フィジカルアセスメント Physiko（病状診断

練習用人形） 

1 沐浴人形 柔シリーズ男女ペア 5 

心電計 Physiko 対応（病状診断練習用人形

用） 

1 沐浴人形 8 

シナリオ（病状診断練習用人形） 1 妊婦体験ジャケット 3 

エピペントレーナーセット（自己注射練習用） 4 車イス（アルミ車イス） 5 

メッシュ式ネフライザー 1 ベッドパッド 1 

オールステンレスふとん干し（５枚干し） 2 布団収納庫 1 

ステンレス多機能物干し台 ほすおー  2 患者用回転いす 1 

ステンレス物干し器 1 ソファーベッド 1 

心理検査 1 相談スペース用テーブル 1 

心理検査 田中ビネー知能検査 V 一式セット 1 相談スペース用ソファー（2人掛け） 2 

ノートパソコン 1 耳鏡 朝顔型 （大・中・小） 3 

授業用機器 DVD & BD プレーヤー 3 耳鏡 トレルチ式 （大・中・小） 3 

熱中症指標計 WBGT-203B 20 鼻鏡 ハルトマン式 （大・中・小） 3 

照度計 ルックス計（照度計）IM-2U 20 鼻鏡 和辻式 （大・中・小） 3 

デジタル騒音計 （SD カード記録式） SL- 20 小学校 体育・保健 DVD シリーズ 全 10 巻 1 
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4023SD 

ガス探知器 KT-2LTN 20 中学校 保健 DVD 全 6 巻 1 

マルチ環境測定器 LM-8000 20 救急カバン ショルダーバックタイプ 1 

DPD 残留塩素・pH 測定器 20 ホスピタルワゴン 1 

生物顕微鏡（デジタルカメラ内臓） DN-107T 1 防ダニ掛け布団 1 

生物顕微鏡（教育・実習用） 19 防ダニ掛け布団カバー 1 

エアータオル 3 防ダニ枕 1 

授業用機器 屋内施設向けスピーカー 4 防ダニ枕カバー 1 

授業用機器 機器収納キャビネット（引き出

し 1 個付） 

2 執務机 1 

授業用機器 赤外線ワイヤレスマイクロホン

（ハンド型） 

2 保健室執務用いす 1 

授業用機器 赤外線ワイヤレスマイクロホン

（タイピン型） 

2 掲示板 ツーウェイボード W2700×H1200 1 

視力検査器 3 掲示板 ツーウェイボード W1500×H1200 1 

パーテーションスクリーン 1 A3 複合機 1 

アコーディオンスクリーン 1 洗濯機 1 

身長計付きデジタルコラムスケール 1 人体骨格模型 1 

高齢者体験装具 おいたろう 3 ヒトの発生（卵割）模型 1 

スタンド型手洗いチッカー 5 カリエス分類模型 1 

オージオメーター用 ソフトケース 3 学校保健総合管理 えがお４ 1 

汎用 LED 照明灯 3 保健指導用ソフト「まかせて！健康教育」 13 

オートクレーブ用架台 1 歯磨き指導顎模型 5 

自動血圧計 2 歯周疾患分類模型 1 

手指消毒器 ハンディミスト HM2 3 生きる力を育む歯・口の健康シリーズ 1 

デジタルハンドル身長計 3   
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［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

＜現状＞ 

施設設備などの維持管理を適正かつ合理的に資することを目的に、学校法人享栄学園物件

管理規程を整備し、消耗品の管理も含め、適正な管理に努めている。防火・防災対策のため、

学校法人享栄学園防火防災管理規程を整備し、火災・地震の安全確保のため、消防設備、電

気設備などの定期点検を実施している。避難訓練については、年１回学生、教職員合同で避

難経路、避難場所の確認を行い、安全な環境保持ができている。なお、卒業生には卒業記念

品として、一人ひとりに防災グッズを贈呈している。この防災グッズは通常は学内にて保管

しており、万一の場合に使用できるよう保管している。 

なお、鈴鹿市と「大規模災害時における避難場所としての仕様に関する協定」を締結、社

会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会と「災害発生時における相互協力に関する協定」を締結し

ており、新型コロナウイルス感染症の影響で実施できなかった合同訓練（鈴鹿大学災害ボラ

ンティアセンター設置運営訓練）を３月に実施し、近隣住民が一時避難所として本学に避難

してきた際の大学に課せられた役割について再認識することができた。コンピュータシステ

ムセキュリティ対策は、外部からの不正侵入を防ぐためのファイヤーウォールやアンチウイ

ルスソフトの導入のほか、必要に応じたアクセス制限を設け、防御措置を講じている。省エ

ネルギー対策については、エネルギー資源の価格上昇に伴う燃料費調整額の高騰により、大

学全体で節電への取組として昼休み時間の消灯協力を現在も継続的に実施している。 

 以上のように本学では、施設設備の維持管理を適切に行っている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 

消防設備、エレベーターの老朽化に伴う設備の改修計画を早急に立て、実施していく必要

がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-C-1 教育課程編成・実施の方針に基づき学習成果を獲得させるために技術

的資源を整備し、有効に活用している。］ 

＜現状＞ 

 技術的資源は、全学的な立場から導入・更新の企画を立案、予算化し、実行している。具

体的にはウェブポータルシステム（CampusPlan）を導入し、学務・教務情報システムとして

教務連絡、時間割管理、履修登録管理、成績管理、シラバス管理、学生情報検索管理等を行

っている。情報インフラの整備についても、授業のニーズに応じ、情報端末などの利用を可

能にするため、整備を行っている。 

情報技術の向上のための学生に対するトレーニングは、これまではコンピュータ室２室（Ｂ

201・Ｂ202 教室）に設置されたコンピュータを用いて、情報系科目の授業内で行っていた

が、新入生には PCの必須化、及び貸出用 PCを準備し、学生がコンピュータをいつでも利用

できる環境が整ったため、令和５（2023）年度にコンピュータ室２室を通常の講義でも使用

できる講義室へ変更を行った。 

 学生には Google及び Microsoftアカウントを発行し、Google Workspace for Education

及び Microsoft Officeのアプリケーションが使用できるようにしている。貸出用 PCには、

情報系科目の授業や、ゼミナール、学生の個別学習に必要な次のソフトウェアがインストー

ルされている。教職員向けのコンピュータは研究室や事務局に整備され、業務に必要な次の

ソフトウェアがインストールされている。 

 さらに学内のネットワーク環境については回線速度を 10Gbps とし、ほぼすべての校内に

おいて Wi-Fi が快適に使用できる環境となっている。Google Workspace を中心としたシス

テムの導入によって、授業において Google Classroom を使用して事前予習・復習に活用し、

電子メールやオンライン授業等の充実が図られるとともに、様々なアプリケーションを使用

してアクティブラーニングを行っている。これらのことから学生にとってより良い環境で学

修ができるようになった。 

以上のように本学では、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲得させるために

技術的資源を整備している。 

 

【学生用ソフトウェア名】 

種別 ソフトウェア名 

OS Windows 11 Pro 

ブラウザ Google Chrome 

ビジネス 
 Microsoft Office Professional Plus 2021 

 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) 

セキュリティ Windows セキュリティ 

PDF Adobe PDF Reader DC 
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メディアプレーヤー Windows Media Player 

 

【教職員用ソフトウェア名】 

種別 ソフトウェア名 

OS Windows 10 Pro / Windows 11 Pro 

ブラウザ Google Chrome 

ビジネス 

Microsoft Office Professional Plus 2019 

 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) 

 Microsoft Office Professional Plus 2021 

 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) 

Microsoft Office Professional Plus 2024 

 (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) 

セキュリティ Windows セキュリティ 

PDF Adobe PDF Reader DC 

メディアプレーヤー Windows Media Player 

DVD 再生 VLC メディアプレーヤー 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 

IT 社会の進歩にあった教員の情報技術の向上をはかり、プログラミングなど積極的に授業に

取り入れることが可能になる設備を整える必要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

 令和２（2020）年度から新型コロナウイルス感染症対策の一環として実施した遠隔授業で

はあったが、同年度から全学的に導入した G Suite for Education により、課題資料提示

型・オンデマンド型・オンライン型それぞれの授業が展開できた。これは全学 FD 研修会及

び全学 SD研修会により遠隔授業の方法や技能が共有されたことによるものであった。 

学生にとっては学修課題の提出が増えたことはあっても学修場所や学修時間の選択に幅

ができ、多様な授業が展開されて対面授業と同じ学生の満足度の高い学修の深まりがあった。

このことは令和２（2020）年度に実施した学生へのアンケート調査からも明らかになってい

る。 

G Suite for Educationは令和３（2021）年度から Google Workspace for Education と

して機能がより充実したものとなり、全学 FD・SD 研修会を通してその活用法を共有し、遠

隔授業のみにとどまらず対面授業においても常に活用し効率的で効果的なアクティブラー
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ニングの授業展開が行われるようになってきた。 
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［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

＜現状＞ 

過去５年間の法人全体の資金収支及び事業活動収支（法人全体・大学部門）は、下表のと

おりであり、計算書類等に基づき、財的資源を把握し、分析している。 

資金収支の状況は、翌年度繰越支払資金の令和２（2020）年度と令和６（2024）年度を比

較すると、42％減少している。特に、令和３（2021）年度及び令和４（2022）年度は、中期

事業計画 Action2021～2025 の事業計画に基づき、キャンパスリニューアル事業を実施し、

支出が増加したことで、前年度から翌年度繰越支払資金が大きく減少している。また、令和

６年度決算は、令和４年度及び令和５年度の入学者数減少が大きく影響し、学生生徒納付金

収入の減収が大きく影響し、翌年度繰越支払資金が減少している。 

◆過去５年間の資金収支 

（学校法人全体）                             （単位：百万円） 

 令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

令和６

(2024)年度 

前年度繰越支払資金 358 367 286 228 277 

当年度資金収入 981 1,027 1,245 820 759 

資金収入の部合計 1,339 1,394 1,531 1,048 1,036 

当年度資金支出 972 1,108 1,303 771 823 

翌年度繰越支払資金 367 286 228 277 213 

資金支出の部合計 1,339 1,394 1,531 1,048 1,036 

 事業活動収支の状況は、支出超過が続いており、令和６（2024）年度の収容定員充足率は、

法人全体で 60.7％、大学では 67.7％のため、収容定員未充足による収入減が大きく影響し

ている。このような状況を踏まえ、教育・研究水準の維持継続のために必要な予算は確保し

つつ、経常収入が減少しているため、収支差額のマイナスが継続している。一方、人件費は、

役員報酬の大幅な減額及び教職員の定期昇給未実施などにより人件費支出の増加を抑制し

ている。経常的経費の支出は、効率化を図るとともに経費圧縮を継続的に実施している。 

◆過去５年間の事業活動収支 

（学校法人全体）                            （単位：百万円） 

 令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

令和６

(2024)年度 

事業活動収入 963 877 754 679 734 

事業活動支出 990 961 982 876 874 

基本金組入前当年度

収支差額 
△27 △85 △229 △197 △140 

当年度収支差額 △47 △184 △373 △201 △143 

翌年度繰越収支差額 △2,856 △3,040 △3,413 △3,612 △ 

（大学）                                （単位：百万円） 
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 令和２

(2020)年度 

令和３

(2021)年度 

令和４

(2022)年度 

令和５

(2023)年度 

令和６

(2024)年度 

事業活動収入 745 719 581 581 642 

事業活動支出 743 726 679 645 670 

基本金組入前当年度

収支差額 
2 △7 △98 △64 △28 

当年度収支差額 △18 △105 △242 △68 △28 

 貸借対照表の状況は、令和６（2024）年度末における財務比率で分析すると、純資産構成

比率は 83.4%となっており、全国平均並みの状況であるが、流動比率は 69.3％、内部留保資

産比率は△11.8%、積立率は 5.9％となっており、「令和６年度版今日の私学財政大学・短期

大学編（日本私立学校振興・共済事業団）」大学法人規模別平均（令和５年度実績）と比較

すると、平均より下回る結果となっている。 

 退職給与引当金については、退職金規程に基づき、期末要支給額の 100％を基にして、私

立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額

を計上している。 

 資産運用規程及び資産運用基準を整備しており、規程に基づいた運用がなされ、運用状況

については、常任理事会、理事会に報告している。 

 令和６年度（2024）年度の大学の経常収入に占める教育研究経費の割合は、47.3%となっ

ている。比率が高い要因は、学生数の減少に伴い、学生生徒納付金収入の減収が割合を高め

ていること及び奨学費支出が多いことが要因でもあるが、結果として、教育・研究活動に必

要な予算を執行し、維持継続していることが割合を高めている。さらに、施設設備、図書等

の予算は確保され、資金配分は適切であるといえる。 

 公認会計士の監査意見への対応は、公認会計士による監査計画に基づき、監査を実施し、

独立監査法人の監査報告書では、会計年度の経営の状況及び財政状況を全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認めている。 

 寄付金の募集は、学術研究及び教育活動の充実を目的とする受配者指定寄付金、特定公益

増進法人に対する寄付金（鈴鹿大学応援募金）の募集を継続的に行っている。学校債の発行

は、行っていない。 

 大学の過去３年間の入学定員充足率および収容定員充足率は、下表のとおりである。過去

３カ年の入学定員充足率および収容定員充足率は 100％を達成することはできていない。 

◆直近３年間の入学定員充足率および収容定員充足率（大学） 

※令和７（2025）年５月１日現在の学生数 

 令和５ 

（2023）年度 

令和６ 

（2024）年度 

令和７ 

（2025）年度 

入 学 定 員 180 人 180 人 180 人 

収 容 定 員 730 人 730 人 730 人 

入 学 者 数 116 人 208 人 155 人 

在 籍 者 数 450 人 494 人 541 人 

入 学 定 員 充 足 率 64.4％ 115.6％ 86.1％ 
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収 容 定 員 充 足 率 61.6％ 67.7％ 74.1％ 

 本法人の中期事業計画は、令和６（2024）年度の理事会において、令和６（2024）年度か

ら５カ年の経営改善計画を策定し、承認されている。計画の策定に当たっては、理事及び管

理職を構成員とする経営教学ミーティングにおいて、意見交換を行い、関係部門の意見を収

集するとともに、事業計画を策定し、目的達成のために取り組んでいる。 

 承認された経営改善計画は、教職員全体会にて具体的に説明している。 

 年度予算は、前年度の３月に開催される評議員会で意見を聴取し、理事会で承認され、部

門別で予算管理されている。予算の執行に当たっては、予算管理者の承認を得て、予算が管

理され、学校法人享栄学園経理規程および関連諸規程に基づき、会計処理がされている。ま

た、予算執行状況は、定期的に総務・財務課からデータが配信され、予算部門別に管理して

いる。 

 日常的な出納業務は、総務・財務課の課員が担当を分担し、事務システム（キャンパスプ

ラン）と会計システムのデータを活用しながら円滑な業務を行っている。 

 資産及び資金の管理は、会計システムで管理し、各種台帳および試算表で確認し、適正に

管理され、事務局長を通じて理事長に報告している。 

 以上のように本学では、財的資源を適切に管理している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 財的資源の実態を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、

管理している。］ 

［注意］私立大学の場合 

基準Ⅲ-D-2 について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法

人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画を策定し、

自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。経営改善計画は備付資料とする。 

（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を記述

する。 

 

＜現状＞ 

日本私立学校振興・共済事業団の定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全

体）は、教育活動資金収支差額が３カ年継続してマイナスのため、令和６年度の区分は「D2」

となっている。 

 本学園は、経営改善計画に基づき、併設の短期大学部を令和７（2025）年４月から学生募

集の停止を決定している。 

大学では、教育内容の質の充実を図るため、強み・弱みなどの客観的な環境分析を実施し、

部門ごとに行動計画の振り返り、評価を行い、課題を抽出して強みは募集活動等にも積極的

に広報している。弱みについては、改善に取り組むための具体的な行動計画について、経営

改善計画に反映している。 

学生募集は、入学定員の充足を 100％達成するため、大学の教学の魅力を積極的にホーム

ページやガイダンス等で広報し、学生確保に努めている。18歳人口の減少、若者の県外流出
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率の高水準、社会情勢の変化など大学を取り巻く環境は増々厳しくなっているが、安定した

財政基盤を確立するためには、学生生徒納付金収入を安定的に確保していくことが最も重要

なことであり、学生の確保を最重要課題に位置付け、学生募集活動を行っている。 

人事計画については、大学設置基準上の最低必要教員数を念頭に教員数を配置し、中期的

な人事計画を策定している。今後は、財政状況を踏まえながら、経営改善計画に基づき、法

人と緊密な連携を図りながら教職員全体の適正人数を管理しながら運営していく。 

本法人は、経営改善計画および単年度事業計画と予算について、その都度、教授会、教職

員全体会で説明している。理事長は、全教職員を対象に学園の厳しい財政状況について説明

を行い、今後の運営方針を述べ、危機意識を共有するとともに、教職員全員が一体となって

取り組むことを確認している。 

経営情報の公開は、学校法人享栄学園寄附行為に基づき、本法人の公式サイトにて年度別

の事業計画、予算、事業報告、計算書類、財産目録などを公開している。 

 以上のように本学では、財務の実態を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、

管理している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 

 令和６（2024）年度の大学全体の収容定員充足率は、74.1%と年々上昇しているが、安定

的な財源を確保するためには、収容定員充足率 100％以上を確保し、学生生徒納付金収入の

増収が必要である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

 特になし 

 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

 なし 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 令和６（2024）年度に策定した経営改善計画に基づいて、計画を着実に履行するとともに、

中間評価・分析を行い、計画の見直しに取り組む。 

安定的な入学者の確保に向け、高等学校（特に重点校）との連携やオープンキャンパスの

さらなる充実等を図る。 

 支出については、業務の効率化等による経費の圧縮や人事計画の見直しによる総額人件費

の圧縮などあらゆる方策を検討し、早急な経営状況の改善に取り組む。 
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【基準Ⅳ 大学運営とガバナンス】 
 

［テーマ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の意思決定］ 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 法令等に基づき大学設置法人の管理運営体制が確立している。］ 

＜現状＞ 

理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 

箕輪田理事長は、学校法人享栄学園寄附行為に示されている目的に基づいて、各所属の運

営状況を把握して経営に当たり、理事長は、学校法人享栄学園寄附行為第 11 条（理事長の

職務）に定めるとおり、この法人を代表し、その業務を総理している。 

理事長は、毎会計年度終了後２カ月以内に、監事による監査を受け、理事会において決算

及び事業報告書について決議し、決議を経た決算及び事業の実績を評議員会に報告して意見

を求めており、適切に業務を執行している。 

理事長は、学校法人享栄学園寄附行為第 15 条（理事会）の規定に基づいて理事会を開催

し、理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督しており、理事長が理事会

を招集するとともに議長を務めている。令和６（2024）年度の理事会は、８回開催し、欠席

の場合は、書面をもってあらかじめ意思を表示した理事は、出席者とみなしている。 

現在の経営改善計画は、認証評価の受審後に策定したものであり、評価結果を反映し、策

定している。 

認証評価に対する役割として、令和５（2023）年度に受審した認証評価の結果は、理事会

に報告し、経営改善計画の策定には、その結果が反映されているか審議している。 

理事会は、常任理事会（理事長、常務理事、理事、学長）において情報を収集し、評議員

会に対して広く意見を求めるなど、常に大学の発展のために情報を収集している。 

理事会は、学校法人享栄学園寄附行為および学校法人享栄学園理事選任規程により選任さ

れ、学校法人享栄学園寄附行為および学校法人享栄学園理事会会議規則により社会的責任及

び法的責任を認識しながら大学の運営に当たっている。 

理事会は、学校法人享栄学園寄附行為をはじめ、学校法人享栄学園理事会会議規則、学校

法人享栄学園常任理事会運営規程、学校法人享栄学園管理規則、学校法人享栄学園理事会業

務委任規則、学校法人享栄学園組織規程、鈴鹿大学学則、鈴鹿大学大学院学則など大学の運

営に必要な規程を整備している。理事は、学校法人享栄学園寄附行為および学校法人享栄学

園理事選任規程に基づき、本学園の建学の精神について十分な理解と本学園の健全な経営に

ついて学識及び識見を有しているものが選任されている。 

理事は、旧私立学校法第 38 条（役員の選任）に基づき、旧学校法人享栄学園寄附行為第

６条（理事の選任）により定められ、令和７（2025）年３月 31 日現在では５名の理事が選

任されている。また、旧学校法人享栄学園寄附行為第 10 条（役員の解任及び退任）第２項

第４号には、役員の退任事由として、「旧私立学校法第 38 条第８項第１号又は第２号に掲

げる事由に該当するに至ったとき。」と定めていることから、旧学校法人享栄学園寄附行為

に学校教育法の校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 

 

 

様式 8－基準Ⅳ 
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＜テーマ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の意思決定の課題＞ 

入学定員の確保や教学改革、財務の健全化を図るため、理事会において責任ある判断を行

い、役員、教職員がそれぞれの役割を果たし、学園全体で現在の課題に取り組む。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の意思決定の特記事項＞ 

特になし 
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［テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営］ 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得させるために、教学マネジメントの確立に努めてい

る。］ 

＜現状＞ 

教学マネジメントは定期的な議論を全学的な体制で行っており、確立に努めている。また、

教学マネジメントなどの内部質保証を行うために、IR 推進部会が学長の指示に基づいてデ

ータの提出、分析を行っている。また、学習成果の獲得に向けて、IR推進部会での分析結果

を元に大学教育の三つの方針（アドミッション・ポリシー（AP）、カリキュラム・ポリシー

（CP）、ディプロマ・ポリシー（DP））を毎年見直している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営の課題＞ 

学習成果の獲得のために大学教育の三つの方針は見直しを行っているが、授業アンケート

や成績評価分析結果のさらなる活用、ピアサポート制度やアカデミックアドバイザー、ティ

ーチングポートフォリオの導入などの導入を見据えた教学マネジメントの確立をさらに進

めていく必要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営の特記事項＞ 

 特になし 
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［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づき適切に業務を行っている。］ 

＜現状＞ 

監事は、旧学校法人享栄学園寄附行為第 14条（監事の職務）に基づき、学園業務、財産

の状況及び理事の業務執行の状況等を定例（隔月）で監査している。 

監事は、理事会及び評議員会に毎回出席を求め、出席している。議長から監事に必ず意見

を求め、必要に応じて意見を述べている。 

監事は、公認会計士監査の計画、方法及び監査結果の報告を求め、隔月で実施している定

例監査では、会計帳簿、証憑書類、議事録の実査、照合等の監査を行っている。公認会計士

による決算監査終了後には、公認会計士と監事との意見交換を行い、理事長、常務理事、学

長及び管理職が出席する監事監査を踏まえ、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後２カ

月以内に理事会及び評議員会に提出している。 

 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会等は法令等に基づき開催され、諮問機関等として適切に運営

している。］ 

＜現状＞ 

評議員会は、旧学校法人享栄学園寄附行為第 18条（評議員会）第２項に「評議員会は 11

人以上 19 人以内の評議員をもって組織する。」と定められており、令和７（2025）年３月

31日現在では理事５人に対して、評議員は 13人となっており、理事の２倍を超える数の評

議員を持って適切に組織している。 

評議員会は、私立学校法に従い、旧学校法人享栄学園寄附行為第 20 条（諮問事項）に基

づき、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない事項は、意見を聴取し、適切に運

用している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 

 内部監査体制を構築し、教学面及び経営面における監査活動を実施するとともに、公認会

計士との連携を強化して監査活動の充実を図る。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 

 特になし 
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［テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表］ 

 

［区分 基準Ⅳ-D-1 大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・

公開して説明責任を果たしている。］ 

＜現状＞ 

学校教育法施行規則第 172条の２の規定に基づき、本学のウェブサイト上で教育情報を公

表している。 

私立学校法及び旧学校法人享栄学園寄附行為第 36 条（情報の公表）に基づき、監査報告

書、財産目録、収支計算書及び事業報告書を本学園のウェブサイトで公表している。また、

役員名簿、役員に対する報酬等の支給の基準についても、本学園のウェブサイトにおいて公

表している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表の課題＞ 

 情報公表の課題は、高い公共性と社会的責任を有しているため、情報の公表・公開に際し、

分かりやすく解説などを含め丁寧な資料を作成すること。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表の特記事項＞ 

 特になし 
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＜基準Ⅳ 大学運営とガバナンスの改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

 なし 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

理事会資料等について、大学運営に関する重要議案に対し、適切な判断が行えるよう客観

的なデータ等に基づく資料の作成に取り組む。 

私立学校法の改正及び寄附行為の変更に基づき、ガバナンスが機能するか諸規程の点検を

実施し、また、監事による監査体制の強化を図る。 

情報公開資料について、公開している内容が理解されているか定期的に学外者からの意見

を聴取する機会を設ける。 

 

 

 


